
（1）令和４（₂₀₂₂）年３月₂₃日　水曜日

令和４(2022)年
３月23日(水)
号　　外
第 ９ 号

目　　　　　　 次

条 例
○栃木県水源地域保全条例の制定…………………………………………………………………………………… 　₅
○地方独立行政法人栃木県立岡本台病院への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例の制定……… 　₈
○栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の制定…………………… 　₉
○地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の設立に伴う関係条例の整理………………………………………… ₁₀
○職員の育児休業等に関する条例の一部改正……………………………………………………………………… ₁₄
○栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正……………………………………… ₁₅
○栃木県手数料条例の一部改正……………………………………………………………………………………… ₁₆
○栃木県個人情報保護条例の一部改正……………………………………………………………………………… ₂₁
○栃木県青少年健全育成条例及び健康長寿とちぎづくり推進条例の一部改正………………………………… ₂₂
○栃木県民生委員定数条例の一部改正……………………………………………………………………………… ₂₄
○栃木県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正…………………………………………………………… ₂₅
○都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正………………………………………… ₂₅
○学校職員定数条例の一部改正……………………………………………………………………………………… ₂₆
○栃木県公立学校職員給与条例の一部改正………………………………………………………………………… ₂₆
○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正………………………………………………………… ₂₇
○栃木県警察関係手数料条例の一部改正…………………………………………………………………………… ₂₈
○栃木県議会委員会条例の一部改正………………………………………………………………………………… ₃₄
○栃木県議会の会期に関する条例の一部改正……………………………………………………………………… ₃₅

本号で公布された条例のあらまし

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県水源地域保全条例の制定（栃木県条例第３号） 

 水源地域の保全に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、水源地域の保全に関す  

る施策の基本となる事項を定めることにより、水源地域の保全に関する施策を総合的に推進するため、次のと  

おり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「水源地域」及び「土地所有者等」の意義を定めることとしました。  

２ 基本理念（第３条関係） 

 ⑴ 水源地域の保全は、森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、社会全体で森林の保全が図られるよう推  

進されなければならないこととしました。 

 ⑵ 水源地域の保全は、県民をはじめ流域で生活する全ての人が水を通じて森林の恩恵を享受していること  

に鑑み、森林の有する水源の涵
かん

養の機能の維持及び増進が図られるよう推進されなければならないことと  

しました。 

３ 県の責務（第４条関係） 

 ⑴ 県は、森林の現状の把握に努めるとともに、水源地域の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施  

する責務を有することとしました。 

 ⑵ 県は、水源地域の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民、事業者及び水源地域  

内の森林の土地所有者等と連携するよう努めるものとすることとしました。 

４ 県民、事業者及び水源地域内の森林の土地所有者等の責務 

 ⑴ 県民は、水源地域の保全に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関  

する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第５条関係） 

 ⑵ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、水源地域の保全について十分配慮するとともに、県及び  

市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第６  

条関係） 

 ⑶ 水源地域内の森林の土地所有者等は、水源地域内の森林が水源の涵養の機能をはじめとする公益的機能  

を有することを認識するとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう  

努めるものとすることとしました。（第７条関係） 

５ 市町村及び国との連携等 

 ⑴ 県は、市町村と連携して水源地域の保全に関する施策を効果的に実施するとともに、市町村が実施する  

地域の実情に応じた水源地域の保全に関する施策について、技術的な助言、情報の提供その他の必要な協  

力を行うものとすることとしました。（第８条関係） 

 ⑵ 県は、水源地域の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、国と連携するよう努めると  

ともに、水源地域の保全を図るため必要があると認めるときは、国に対し、必要な措置をとることを求め  

ることができることとしました。（第９条関係） 

６ 水源地域の保全に関する施策等 

 ⑴ 啓発活動（第10条関係） 

 ⑵ 水源地域の指定（第11条関係） 

 ⑶ 相談及び情報提供等（第12条関係） 

 ⑷ 所有権等の移転等の事前届出（第13条関係） 

 ⑸ 市町村長への通知等（第14条関係） 

 ⑹ 立入調査等（第15条関係） 

 ⑺ 助言（第16条関係） 

 ⑻ 勧告（第17条関係） 

 ⑼ 公表（第18条関係） 

 ⑽ 市町村の条例との関係（第19条関係） 

 ⑾ 過料（第20条関係） 

７ 施行期日 

  この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。ただし、６の⑷～⑾は、令和５  
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（2023）年４月１日から施行することとしました。 

◇地方独立行政法人栃木県立岡本台病院への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例の制定（栃木県条  

例第４号） 

１ 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の成立の際、当該地方独立行政法人に職員を引き継ぐ県の内部組織  

は、栃木県立岡本台病院とすることとしました。 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の制定（栃木県条例第５号）  

 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事  

業者の責務を明らかにするとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策  

の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施  

策を総合的に推進するため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「障害者」、「社会的障壁」、「障害の特性に応じたコミュニケーション手段」及び   

「意思疎通支援者」の意義を定めることとしました。  

２ 基本理念（第３条関係） 

 ⑴ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障害者の自立及び社会参加のためには社  

会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が重要であるとの認識の下に行われなければなら  

ないこととしました。 

 ⑵ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての障害者が、言語（手話を含む。）  

その他の意思疎通を図るための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用の  

ための手段についての選択の機会の拡大が図られることが重要であるとの認識の下に行われなければなら  

ないこととしました。 

３ 県の責務及び県と市町村との協力 

 ⑴ 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び  

実施する責務を有することとしました。（第４条関係） 

 ⑵ 県及び市町村は、それぞれが実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関す  

る施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとすることとしまし   

た。（第５条関係） 

４ 県民及び事業者の責務 

 ⑴ 県民は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めるよう努めると  

ともに、県及び市町村が実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策  

に協力するよう努めるものとすることとしました。（第６条関係） 

 ⑵ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を  

利用できるようにするために必要な配慮をするよう努めるとともに、県及び市町村が実施する障害の特性  

に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしま  

した。（第７条関係） 

５ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策等 

 ⑴ 学校教育の分野における利用の促進（第８条関係） 

 ⑵ 県民に対する啓発活動等（第９条関係） 

 ⑶ 県民及び事業者が行う活動への支援（第10条関係） 

 ⑷ 意思疎通支援者等の養成等（第11条関係） 

 ⑸ 県政等に関する情報の取得の円滑化（第12条関係） 

 ⑹ 災害時等における連絡体制の整備等（第13条関係） 

 ⑺ 財政上の措置（第14条関係） 

６ 施行期日 

  この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の設立に伴う関係条例の整理（栃木県条例第６号） 

１ 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の設立に伴い、次の条例について所要の規定の整備をするととも   

に、栃木県病院事業の設置等に関する条例を廃止することとしました。 

⑴ 職員の給与に関する条例（第９条の３、第18条及び別表第５関係） 
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県水源地域保全条例の制定（栃木県条例第３号） 

 水源地域の保全に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、水源地域の保全に関す  

る施策の基本となる事項を定めることにより、水源地域の保全に関する施策を総合的に推進するため、次のと  

おり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「水源地域」及び「土地所有者等」の意義を定めることとしました。  

２ 基本理念（第３条関係） 

 ⑴ 水源地域の保全は、森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、社会全体で森林の保全が図られるよう推  

進されなければならないこととしました。 

 ⑵ 水源地域の保全は、県民をはじめ流域で生活する全ての人が水を通じて森林の恩恵を享受していること  

に鑑み、森林の有する水源の涵
かん

養の機能の維持及び増進が図られるよう推進されなければならないことと  

しました。 

３ 県の責務（第４条関係） 

 ⑴ 県は、森林の現状の把握に努めるとともに、水源地域の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施  

する責務を有することとしました。 

 ⑵ 県は、水源地域の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民、事業者及び水源地域  

内の森林の土地所有者等と連携するよう努めるものとすることとしました。 

４ 県民、事業者及び水源地域内の森林の土地所有者等の責務 

 ⑴ 県民は、水源地域の保全に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関  

する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第５条関係） 

 ⑵ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、水源地域の保全について十分配慮するとともに、県及び  

市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第６  

条関係） 

 ⑶ 水源地域内の森林の土地所有者等は、水源地域内の森林が水源の涵養の機能をはじめとする公益的機能  

を有することを認識するとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう  

努めるものとすることとしました。（第７条関係） 

５ 市町村及び国との連携等 

 ⑴ 県は、市町村と連携して水源地域の保全に関する施策を効果的に実施するとともに、市町村が実施する  

地域の実情に応じた水源地域の保全に関する施策について、技術的な助言、情報の提供その他の必要な協  

力を行うものとすることとしました。（第８条関係） 

 ⑵ 県は、水源地域の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、国と連携するよう努めると  

ともに、水源地域の保全を図るため必要があると認めるときは、国に対し、必要な措置をとることを求め  

ることができることとしました。（第９条関係） 

６ 水源地域の保全に関する施策等 

 ⑴ 啓発活動（第10条関係） 

 ⑵ 水源地域の指定（第11条関係） 

 ⑶ 相談及び情報提供等（第12条関係） 

 ⑷ 所有権等の移転等の事前届出（第13条関係） 

 ⑸ 市町村長への通知等（第14条関係） 

 ⑹ 立入調査等（第15条関係） 

 ⑺ 助言（第16条関係） 

 ⑻ 勧告（第17条関係） 

 ⑼ 公表（第18条関係） 

 ⑽ 市町村の条例との関係（第19条関係） 

 ⑾ 過料（第20条関係） 

７ 施行期日 

  この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。ただし、６の⑷～⑾は、令和５  
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⑵ 職員の特殊勤務手当に関する条例（第２条、第22条及び第23条関係） 

⑶ 栃木県手数料条例（別表第１関係） 

⑷ 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例（別表第１関係）  

⑸ 栃木県職員定数条例（第２条関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇職員の育児休業等に関する条例の一部改正（栃木県条例第７号） 

１ 非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和すること等のため、所要の規定の整備をすることと  

しました。（第２条、第25条、第29条及び第30条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第８号） 

１ 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第  

２関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第９号） 

１ 行政書士試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

２ 高圧ガスの製造保安責任者試験及び販売主任者試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

３ 電気工事士免状の書換え手数料の額を引き上げることとしました。 

４ 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定申請手数料の額を引き下げることとしました。 

５ 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更許可  

申請手数料の額を引き下げることとしました。 

６ 液化石油ガス設備士試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

７ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の制定に伴い、畜舎建築利用計画の認定申請手数料及び変更  

認定申請手数料並びに認定畜舎等の仮使用の認定申請手数料を新設することとしました。 

８ 宅地建物取引士資格試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。（以上別表第１関係） 

９ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県個人情報保護条例の一部改正（栃木県条例第10号） 

１ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定の整備をするこ  

ととしました。（第２条、第６条、第44条及び第53条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県青少年健全育成条例及び健康長寿とちぎづくり推進条例の一部改正（栃木県条例第11号） 

１ 民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（栃木県青少年健  

全育成条例第２条及び第33条の２並びに健康長寿とちぎづくり推進条例第14条関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県民生委員定数条例の一部改正（栃木県条例第12号） 

１ 民生委員の定数を改定するため、所要の規定の整備をすることとしました。（本則関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年12月１日から施行することとしました。 

◇栃木県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正（栃木県条例第13号） 

１ 国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第６条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正（栃木県条例第14号） 

１ 都市計画法施行令の一部改正に伴い、市街化調整区域において開発行為を行うことができる区域として条  

例で指定する区域について、所要の規定の整備をすることとしました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇学校職員定数条例の一部改正（栃木県条例第15号） 
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（2023）年４月１日から施行することとしました。 

◇地方独立行政法人栃木県立岡本台病院への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例の制定（栃木県条  

例第４号） 

１ 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の成立の際、当該地方独立行政法人に職員を引き継ぐ県の内部組織  

は、栃木県立岡本台病院とすることとしました。 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の制定（栃木県条例第５号）  

 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事  

業者の責務を明らかにするとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策  

の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施  

策を総合的に推進するため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「障害者」、「社会的障壁」、「障害の特性に応じたコミュニケーション手段」及び   

「意思疎通支援者」の意義を定めることとしました。  

２ 基本理念（第３条関係） 

 ⑴ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障害者の自立及び社会参加のためには社  

会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が重要であるとの認識の下に行われなければなら  

ないこととしました。 

 ⑵ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての障害者が、言語（手話を含む。）  

その他の意思疎通を図るための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用の  

ための手段についての選択の機会の拡大が図られることが重要であるとの認識の下に行われなければなら  

ないこととしました。 

３ 県の責務及び県と市町村との協力 

 ⑴ 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び  

実施する責務を有することとしました。（第４条関係） 

 ⑵ 県及び市町村は、それぞれが実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関す  

る施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとすることとしまし   

た。（第５条関係） 

４ 県民及び事業者の責務 

 ⑴ 県民は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めるよう努めると  

ともに、県及び市町村が実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策  

に協力するよう努めるものとすることとしました。（第６条関係） 

 ⑵ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を  

利用できるようにするために必要な配慮をするよう努めるとともに、県及び市町村が実施する障害の特性  

に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしま  

した。（第７条関係） 

５ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策等 

 ⑴ 学校教育の分野における利用の促進（第８条関係） 

 ⑵ 県民に対する啓発活動等（第９条関係） 

 ⑶ 県民及び事業者が行う活動への支援（第10条関係） 

 ⑷ 意思疎通支援者等の養成等（第11条関係） 

 ⑸ 県政等に関する情報の取得の円滑化（第12条関係） 

 ⑹ 災害時等における連絡体制の整備等（第13条関係） 

 ⑺ 財政上の措置（第14条関係） 

６ 施行期日 

  この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の設立に伴う関係条例の整理（栃木県条例第６号） 

１ 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の設立に伴い、次の条例について所要の規定の整備をするととも   

に、栃木県病院事業の設置等に関する条例を廃止することとしました。 

⑴ 職員の給与に関する条例（第９条の３、第18条及び別表第５関係） 
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１ 学校職員の定数を次のとおりとすることとしました。（第３条関係） 

 ⑴ 県立学校職員    4,833人 

 ⑵ 市町村立学校職員 11,451人 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県公立学校職員給与条例の一部改正（栃木県条例第16号） 

１ へき地手当等に係るへき地等学校の指定及び級別区分を変更することとしました。（別表第３関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第17号） 

１ 栃木県総合運動公園東エリアの屋内水泳場の使用料の額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県警察関係手数料条例の一部改正（栃木県条例第18号） 

１ 道路交通法の一部改正に伴い、運転技能検査手数料の新設等をすることとしました。（第７条及び第８条  

関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和４（2022）年５月13日から施行することとしました。 

◇栃木県議会委員会条例の一部改正（栃木県条例第19号） 

１ 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から、又は大規模な災害の発生若しくはその他特別の事  

情により、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、当該委員を映像と音  

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンライン」とい  

う。）によって、委員会に参加させることができることとしました。（第13条の２関係） 

２ オンラインによって参加する委員がある場合は、秘密会とすることができないこととしました。（第17条  

関係） 

３ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県議会の会期に関する条例の一部改正（栃木県条例第20号） 

１ 令和４（2022）年４月１日から令和５（2023）年３月31日までの会期における栃木県議会の定例日を定め  

ることとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 
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⑵ 職員の特殊勤務手当に関する条例（第２条、第22条及び第23条関係） 

⑶ 栃木県手数料条例（別表第１関係） 

⑷ 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例（別表第１関係）  

⑸ 栃木県職員定数条例（第２条関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇職員の育児休業等に関する条例の一部改正（栃木県条例第７号） 

１ 非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和すること等のため、所要の規定の整備をすることと  

しました。（第２条、第25条、第29条及び第30条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第８号） 

１ 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第  

２関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第９号） 

１ 行政書士試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

２ 高圧ガスの製造保安責任者試験及び販売主任者試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

３ 電気工事士免状の書換え手数料の額を引き上げることとしました。 

４ 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定申請手数料の額を引き下げることとしました。 

５ 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更許可  

申請手数料の額を引き下げることとしました。 

６ 液化石油ガス設備士試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

７ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の制定に伴い、畜舎建築利用計画の認定申請手数料及び変更  

認定申請手数料並びに認定畜舎等の仮使用の認定申請手数料を新設することとしました。 

８ 宅地建物取引士資格試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。（以上別表第１関係） 

９ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県個人情報保護条例の一部改正（栃木県条例第10号） 

１ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定の整備をするこ  

ととしました。（第２条、第６条、第44条及び第53条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県青少年健全育成条例及び健康長寿とちぎづくり推進条例の一部改正（栃木県条例第11号） 

１ 民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（栃木県青少年健  

全育成条例第２条及び第33条の２並びに健康長寿とちぎづくり推進条例第14条関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県民生委員定数条例の一部改正（栃木県条例第12号） 

１ 民生委員の定数を改定するため、所要の規定の整備をすることとしました。（本則関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年12月１日から施行することとしました。 

◇栃木県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正（栃木県条例第13号） 

１ 国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第６条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正（栃木県条例第14号） 

１ 都市計画法施行令の一部改正に伴い、市街化調整区域において開発行為を行うことができる区域として条  

例で指定する区域について、所要の規定の整備をすることとしました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇学校職員定数条例の一部改正（栃木県条例第15号） 
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林
の
買
収
が
相
次
ぎ
、
荒
廃
森
林
の
増
加
や
水
資
源
の
枯
渇
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
県
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
水
源
地
域
の
森
林
を
健
全
な
姿
で
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
、
水
源
地
域
の
森
林
の
重
要
性
を
共
有
し
、
適
切
に

 

保
全
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

 

 
 
（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
 

事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
森
林
の
有
す
る
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

 

目
的
と
す
る
。

 

 
 
（
定
義
）

 

 
第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
水
源
地
域
」
と
は
、
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
土
地
所
有
者
等
」
と
は
、
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
所
有
権
等
」
 

と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
を
い
う
。

 

 
 
（
基
本
理
念
）

 

第
３
条

 
水
源
地
域
の
保
全
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
重
要
性
に
鑑
み
、
社
会
全
体
で
森
林
の
保
全
が
図
ら
れ
る
よ
う
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
水
源
地
域
の
保
全
は
、
県
民
を
は
じ
め
流
域
で
生
活
す
る
全
て
の
人
が
水
を
通
じ
て
森
林
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
森
林
の
有
す
る
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
 

維
持
及
び
増
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
県
の
責
務
）

 

第
４
条

 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
森
林
の
現
状
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総
合
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栃
木
県
条
例
第
３
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
水
源
地
域
保
全
条
例

 

 
 
関
東
平
野
を
潤
す
栃
木
県
の
豊
か
な
水
は
、
森
林
か
ら
生
ま
れ
、
河
川
水
や
地
下
水
と
な
り
、
多
様
な
自
然
環
境
を
形
成
し
、
ま
た
、
様
々
な
産
業
の
発
展
の
基
礎
と
な
り
、

 

多
彩
な
文
化
を
生
み
、
私
た
ち
の
生
活
に
豊
か
さ
や
潤
い
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

 

森
林
は
、
木
材
や
林
産
物
を
生
産
す
る
経
済
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
水
源
の
涵か
ん

養
、
県
土
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
と
い
っ
た
公
益
的
機
能
の
発
揮
を
通
じ

 
 

て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
様
々
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

 

森
林
の
有
す
る
水
資
源
の
貯
留
、
洪
水
の
緩
和
、
水
質
の
浄
化
と
い
っ
た
水
源
の
涵
養
の
機
能
は
、
栃
木
県
の
大
地
を
潤
す
農
業
用
水
や
き
れ
い
な
飲
料
水
を
育
み
、
ま
た
、

 

全
国
で
も
屈
指
の
も
の
づ
く
り
県
と
し
て
の
製
造
業
を
支
え
て
き
た
。

 

こ
の
よ
う
な
、
水
の
ふ
る
さ
と
と
い
え
る
栃
木
県
の
森
林
は
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
中
で
守
ら
れ
、
た
ゆ
み
な
い
努
力
を
重
ね
て
創
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

 

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
利
用
目
的
が
明
ら
か
で
な
い
森
林
の
買
収
が
相
次
ぎ
、
荒
廃
森
林
の
増
加
や
水
資
源
の
枯
渇
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
県
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
水
源
地
域
の
森
林
を
健
全
な
姿
で
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
、
水
源
地
域
の
森
林
の
重
要
性
を
共
有
し
、
適
切
に

 

保
全
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

 

 
 
（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
 

事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
森
林
の
有
す
る
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

 

目
的
と
す
る
。

 

 
 
（
定
義
）

 

 
第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
水
源
地
域
」
と
は
、
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
土
地
所
有
者
等
」
と
は
、
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
所
有
権
等
」
 

と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
を
い
う
。

 

 
 
（
基
本
理
念
）

 

第
３
条

 
水
源
地
域
の
保
全
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
重
要
性
に
鑑
み
、
社
会
全
体
で
森
林
の
保
全
が
図
ら
れ
る
よ
う
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
水
源
地
域
の
保
全
は
、
県
民
を
は
じ
め
流
域
で
生
活
す
る
全
て
の
人
が
水
を
通
じ
て
森
林
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
森
林
の
有
す
る
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
 

維
持
及
び
増
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
県
の
責
務
）

 

第
４
条

 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
森
林
の
現
状
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総
合
 

 

的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

 

２
 
県
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
、
事
業
者
及
び
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
と
連
携
す
る
よ
う
努
 

め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
の
責
務
）

 

第
５
条

 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
協
力
 

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
事
業
者
の
責
務
）

 

第
６
条

 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
 

る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
の
責
務
）

 

第
７
条

 
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
水
源
地
域
内
の
森
林
が
水
源
の
涵
養
の
機
能
を
は
じ
め
と
す
る
公
益
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
 

認
識
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
市
町
村
と
の
連
携
等
）

 

第
８
条

 
県
は
、
市
町
村
と
連
携
し
て
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
実
施
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
水
源
地
域
の
保
全
に
 

関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
技
術
的
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
国
と
の
連
携
等
）

 

第
９
条

 
県
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
と
連
携
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
を
図
る
た
め
必
 

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 
（
啓
発
活
動
）

 

第
1
0
条

 
県
は
、
県
民
、
事
業
者
及
び
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
が
水
源
地
域
の
保
全
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
啓
発
活
 

動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
水
源
地
域
の
指
定
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
た
め
適
正
に
利
用
し
、
又
は
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林
の
存
す
る
区
域
を
、
水
源
地
域
と
 

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
知
事
は
、
水
源
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
知
事
は
、
水
源
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
そ
の
案
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
２
週
間
公
衆
 

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
区
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
及
び
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
 

ろ
に
よ
り
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
 
知
事
は
、
水
源
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
区
域
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 
水
源
地
域
の
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

 

７
 
第
２
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
及
び
そ
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 
 
（
相
談
及
び
情
報
提
供
等
）
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的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

 

２
 
県
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
、
事
業
者
及
び
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
と
連
携
す
る
よ
う
努
 

め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
の
責
務
）

 

第
５
条

 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
協
力
 

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
事
業
者
の
責
務
）

 

第
６
条

 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
 

る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
の
責
務
）

 

第
７
条

 
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
水
源
地
域
内
の
森
林
が
水
源
の
涵
養
の
機
能
を
は
じ
め
と
す
る
公
益
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
 

認
識
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
市
町
村
と
の
連
携
等
）

 

第
８
条

 
県
は
、
市
町
村
と
連
携
し
て
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
実
施
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
水
源
地
域
の
保
全
に
 

関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
技
術
的
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
国
と
の
連
携
等
）

 

第
９
条

 
県
は
、
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
と
連
携
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
を
図
る
た
め
必
 

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 
（
啓
発
活
動
）

 

第
1
0
条

 
県
は
、
県
民
、
事
業
者
及
び
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
が
水
源
地
域
の
保
全
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
啓
発
活
 

動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
水
源
地
域
の
指
定
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
た
め
適
正
に
利
用
し
、
又
は
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林
の
存
す
る
区
域
を
、
水
源
地
域
と
 

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
知
事
は
、
水
源
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
知
事
は
、
水
源
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
そ
の
案
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
２
週
間
公
衆
 

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
区
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
及
び
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
 

ろ
に
よ
り
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
 
知
事
は
、
水
源
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
区
域
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 
水
源
地
域
の
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

 

７
 
第
２
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
及
び
そ
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 
 
（
相
談
及
び
情
報
提
供
等
）

 

 

第
1
2
条

 
知
事
は
、
水
源
地
域
内
の
森
林
の
適
正
な
利
用
及
び
保
全
に
つ
い
て
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
か
ら
の
相
談
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
を
 

図
る
た
め
必
要
な
情
報
の
提
供
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
所
有
権
等
の
移
転
等
の
事
前
届
出
）

 

第
1
3
条

 
水
源
地
域
内
の
森
林
の
う
ち
森
林
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

2
4
9
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
同
項
に
規
定

 

す
る
民
有
林
の
土
地
所
有
者
等
（
以
下
「
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
民
有
林
の
土
地
の
所
有
権
等
を
移
転
又
は
設
定
す
る
契
約
（
規
則
で
定
め
る

 

も
の
に
限
る
。
以
下
「
土
地
売
買
等
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
日
の

3
0
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定

 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
1
)
 
土
地
売
買
等
契
約
の
当
事
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 

 
(
2
)
 
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

 

 
(
3
)
 
土
地
売
買
等
契
約
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
面
積

 

 
(
4
)
 
土
地
売
買
等
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
種
別
及
び
内
容

 

 
(
5
)
 
土
地
売
買
等
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
後
に
お
け
る
土
地
の
利
用
目
的

 

 
(
6
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

 
(
1
)
 
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
法
人
で
あ
る
と
き
。

 

 
(
2
)
 
土
地
の
利
用
目
的
が
、
水
源
地
域
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

 
(
3
)
 
非
常
災
害
に
際
し
必
要
な
応
急
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
わ
れ
る
と
き
。

 

３
 
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
 

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
市
町
村
長
へ
の
通
知
等
）

 

第
1
4
条

 
知
事
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
土
地
の
利
用
に
関
し
、
関
係
市
町
村
の
長
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
 

き
る
。

 

 
 
（
立
入
調
査
等
）

 

第
1
5
条

 
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
に
対
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
水
源
地
域
内
 

の
土
地
に
立
ち
入
り
、
当
該
土
地
の
利
用
が
水
源
地
域
の
保
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
助
言
）

 

第
1
6
条

 
知
事
は
、
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
に
対
し
、
水
源
地
域
の
保
全
を
図
る
 

た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
は
、
前
項
の
助
言
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
土
地
売
買
等
契
約
に
よ
り
 

所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
助
言
の
内
容
を
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
1
2
条

 
知
事
は
、
水
源
地
域
内
の
森
林
の
適
正
な
利
用
及
び
保
全
に
つ
い
て
水
源
地
域
内
の
森
林
の
土
地
所
有
者
等
か
ら
の
相
談
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
水
源
地
域
の
保
全
を
 

図
る
た
め
必
要
な
情
報
の
提
供
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
所
有
権
等
の
移
転
等
の
事
前
届
出
）

 

第
1
3
条

 
水
源
地
域
内
の
森
林
の
う
ち
森
林
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

2
4
9
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
同
項
に
規
定

 

す
る
民
有
林
の
土
地
所
有
者
等
（
以
下
「
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
民
有
林
の
土
地
の
所
有
権
等
を
移
転
又
は
設
定
す
る
契
約
（
規
則
で
定
め
る

 

も
の
に
限
る
。
以
下
「
土
地
売
買
等
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
日
の

3
0
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定

 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
1
)
 
土
地
売
買
等
契
約
の
当
事
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 

 
(
2
)
 
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

 

 
(
3
)
 
土
地
売
買
等
契
約
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
面
積

 

 
(
4
)
 
土
地
売
買
等
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
種
別
及
び
内
容

 

 
(
5
)
 
土
地
売
買
等
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
後
に
お
け
る
土
地
の
利
用
目
的

 

 
(
6
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

 
(
1
)
 
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
法
人
で
あ
る
と
き
。

 

 
(
2
)
 
土
地
の
利
用
目
的
が
、
水
源
地
域
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

 
(
3
)
 
非
常
災
害
に
際
し
必
要
な
応
急
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
わ
れ
る
と
き
。

 

３
 
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
 

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
市
町
村
長
へ
の
通
知
等
）

 

第
1
4
条

 
知
事
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
土
地
の
利
用
に
関
し
、
関
係
市
町
村
の
長
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
 

き
る
。

 

 
 
（
立
入
調
査
等
）

 

第
1
5
条

 
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
に
対
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
水
源
地
域
内
 

の
土
地
に
立
ち
入
り
、
当
該
土
地
の
利
用
が
水
源
地
域
の
保
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
助
言
）

 

第
1
6
条

 
知
事
は
、
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
に
対
し
、
水
源
地
域
の
保
全
を
図
る
 

た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
は
、
前
項
の
助
言
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
土
地
売
買
等
契
約
に
よ
り
 

所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
助
言
の
内
容
を
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

３
 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
土
地
売
買
等
契
約
に
よ
り
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
受
け
よ
う
 

と
す
る
者
に
対
し
、
直
接
に
、
第
１
項
の
事
項
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 
（
勧
告
）

 

第
1
7
条

 
知
事
は
、
水
源
地
域
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
 

べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
(
1
)
 
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

 

 
(
2
)
 
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
た
者

 

 
(
3
)
 
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

 

 
 
（
公
表
）

 

第
1
8
条

 
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
正
当
な
理
由
な
く
当
該
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
の
内
容
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
表
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
公
表
の
理
由
を
通
知
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 
（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

 

第
1
9
条

 
市
町
村
が
定
め
る
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
条
例
の
規
定
の
内
容
が
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
即
し
た
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
 

指
定
し
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
し
な
い
。

 

 
 
（
過
料
）

 

第
2
0
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

 

 
(
1
)
 
第
1
3
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

 

 
(
2
)
 
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
た
者

 

 
(
3
)
 
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

 

 
 
（
規
則
へ
の
委
任
）

 

第
2
1
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
1
3
条
か
ら
第

2
0
条
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
第
1
3
条
の
規
定
は
、
令
和
５
年
５
月
１
日
以
後
に
土
地
売
買
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
水
源
地
域
内
土
地
所
有
者
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
森
林
整
備
課
）
 

 

   

 

         
 

 

 
栃
木
県
条
例
第
４
号

 

 
 

 
 
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
係
る
県
の
内
部
組
織
を
定
め
る
条
例

 

 
 
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

1
5
年
法
律
第

1
1
8
号
）
第

5
9
条
第
２
項
の
条
例
で
定
め
る
県
の
内
部
組
織
は
、
地
方
独
立

 
 

 
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
の
設
立
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
４
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
栃
木
県
病
院
事

 
 

 
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
4
1
年
栃
木
県
条
例
第
5
1
号
）
第
３
条
の
表
に
規
定
す
る
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
保
健
福
祉
課
）
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栃
木
県
条
例
第
４
号

 

 
 

 
 
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
係
る
県
の
内
部
組
織
を
定
め
る
条
例

 

 
 
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

1
5
年
法
律
第

1
1
8
号
）
第

5
9
条
第
２
項
の
条
例
で
定
め
る
県
の
内
部
組
織
は
、
地
方
独
立

 
 

 
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
の
設
立
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
４
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
栃
木
県
病
院
事

 
 

 
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
4
1
年
栃
木
県
条
例
第
5
1
号
）
第
３
条
の
表
に
規
定
す
る
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
保
健
福
祉
課
）
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第
５
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例

 

 
 
（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、
県
民
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
 

 

に
す
る
と
と
も
に
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
の
特
性
に
応
じ

 
 

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
県
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互

 
 

に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 
 
（
定
義
）

 

 
第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
（
発
達
障
害
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
心
身
の
機
能
の
障
害
（
以
下
「
障
害
」
と
総
称
す

 
 

る
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。

 

 
２

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
社
会
的
障
壁
」
と
は
、
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣

 
 

行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
を
い
う
。

 

 
３

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
」
と
は
、
手
話
、
点
字
、
要
約
筆
記
（
口
述
を
要
約
し
て
文
字
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
を
い

 
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
触
手
話
（
手
話
を
行
っ
て
い
る
者
の
手
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
、
指
点
字
（
点
字
用
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
用

 
 

す
る
際
の
手
の
動
作
で
相
手
の
手
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
、
筆
談
、
代
筆
、
代
読
、
平
易
な
表
現
、
表
情
、
身
振
り
、
手
振
り
、
実
物
又

 
 

は
絵
若
し
く
は
図
形
の
提
示
、
情
報
通
信
機
器
の
利
用
そ
の
他
の
障
害
者
が
他
人
と
の
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
手
段
を
い
う
。

 

 
４

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
意
思
疎
通
支
援
者
」
と
は
、
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
、
失
語
症
を
有
す
る
者
向
け
の
意
思
疎
通
支
援
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

 
 

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

1
2
3
号
）
第

7
7
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
意
思
疎
通
支
援
を
い
う
。
）
、
盲
ろ
う
者
（
視
覚
障
害
及
び
聴
覚
障
害
を
併

 
 

せ
有
す
る
者
を
い
う
。
）
向
け
の
通
訳
若
し
く
は
介
助
、
点
訳
（
文
字
を
点
字
に
訳
す
こ
と
を
い
う
。
）
、
代
筆
、
代
読
又
は
音
声
訳
（
文
字
、
図
形
等
を
音
声
を
用
い
て
表

 
 
 

す
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
者
そ
の
他
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
し
た
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
者
を
い
う
。

 

 
 
（
基
本
理
念
）

 

 
第
３
条
 
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
は
、
障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
の
た
め
に
は
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
の
必
要

 
 

か
つ
合
理
的
な
配
慮
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
は
、
全
て
の
障
害
者
が
、
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
手
段
に
つ
い
 

 

て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
情
報
の
取
得
又
は
利
用
の
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に

 
 

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
県
の
責
務
）

 

 
第
４
条
 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を

 
 

総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

 

 
 
（
県
と
市
町
村
と
の
協
力
）

 

 
第
５
条
 
県
及
び
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る

 
 

よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
の
責
務
）

 

 
第
６
条
 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び

 
 

市
町
村
が
実
施
す
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
事
業
者
の
責
務
）

 

 
第
７
条
 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
で
き
る
よ
う

 
 

に
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施

 
 

策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
学
校
教
育
の
分
野
に
お
け
る
利
用
の
促
進
）

 

 
第
８
条
 
県
は
、
学
校
教
育
の
分
野
に
お
い
て
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
に
対
す
る
啓
発
活
動
等
）

 

 
第
９
条
 
県
は
、
県
民
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
の
重
要
性
に
つ
い
て
認
識
し
、
障
害
及
び
障
害
者
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と

 
 

が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
啓
発
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
教
育
及
び
学
習
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
意
思
疎
通
支
援
者
と
連
携
し
、
障
害
者
及
び
そ
の
保
護
者
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
 

 

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
関
す
る
学
習
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
及
び
事
業
者
が
行
う
活
動
へ
の
支
援
）

 

 
第

1
0
条
 
県
は
、
県
民
及
び
事
業
者
が
行
う
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
相
談
体
制
の
充
実
、
情
報

 
 

の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
意
思
疎
通
支
援
者
等
の
養
成
等
）

 

 
第

1
1
条
 
県
は
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
意
思
疎
通
支
援
者
及
び
そ
の
指
導
者
の
養
成
の
た
め
の
研
修
の
実
施

 
 

そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
県
政
等
に
関
す
る
情
報
の
取
得
の
円
滑
化
）

 

 
第

1
2
条
 
県
は
、
障
害
者
が
県
政
等
に
関
す
る
情
報
を
円
滑
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
し
て

 
 

県
政
等
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
災
害
時
等
に
お
け
る
連
絡
体
制
の
整
備
等
）

 

 
第

1
3
条
 
県
は
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
と
連
携
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
者
が
必
要
な
情
報
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
避
難
所
等
に
お
い
て

 
 

他
人
と
の
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
者
の
家
族
及
び
障
害
者
を
支
援
す
る
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
お
け
る
障

 
 

害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
し
た
連
絡
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
財
政
上
の
措
置
）
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第
1
4
条

 
県
は
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
 

 

講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
障
害
福
祉
課
）
 

 

 

 

 

（
県
の
責
務
）

 

 
第
４
条
 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を

 
 

総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

 

 
 
（
県
と
市
町
村
と
の
協
力
）

 

 
第
５
条
 
県
及
び
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る

 
 

よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
の
責
務
）

 

 
第
６
条
 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び

 
 

市
町
村
が
実
施
す
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
事
業
者
の
責
務
）

 

 
第
７
条
 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
で
き
る
よ
う

 
 

に
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施

 
 

策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
学
校
教
育
の
分
野
に
お
け
る
利
用
の
促
進
）

 

 
第
８
条
 
県
は
、
学
校
教
育
の
分
野
に
お
い
て
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
に
対
す
る
啓
発
活
動
等
）

 

 
第
９
条
 
県
は
、
県
民
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
の
重
要
性
に
つ
い
て
認
識
し
、
障
害
及
び
障
害
者
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と

 
 

が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
啓
発
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
教
育
及
び
学
習
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
意
思
疎
通
支
援
者
と
連
携
し
、
障
害
者
及
び
そ
の
保
護
者
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
 

 

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
関
す
る
学
習
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
民
及
び
事
業
者
が
行
う
活
動
へ
の
支
援
）

 

 
第

1
0
条
 
県
は
、
県
民
及
び
事
業
者
が
行
う
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
相
談
体
制
の
充
実
、
情
報

 
 

の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
意
思
疎
通
支
援
者
等
の
養
成
等
）

 

 
第

1
1
条
 
県
は
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
意
思
疎
通
支
援
者
及
び
そ
の
指
導
者
の
養
成
の
た
め
の
研
修
の
実
施

 
 

そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
県
政
等
に
関
す
る
情
報
の
取
得
の
円
滑
化
）

 

 
第

1
2
条
 
県
は
、
障
害
者
が
県
政
等
に
関
す
る
情
報
を
円
滑
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
し
て

 
 

県
政
等
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
災
害
時
等
に
お
け
る
連
絡
体
制
の
整
備
等
）

 

 
第

1
3
条
 
県
は
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
と
連
携
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
者
が
必
要
な
情
報
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
避
難
所
等
に
お
い
て

 
 

他
人
と
の
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
者
の
家
族
及
び
障
害
者
を
支
援
す
る
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
お
け
る
障

 
 

害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
し
た
連
絡
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
財
政
上
の
措
置
）

 

         
 

 

 
栃

木
県

条
例

第
６

号
 

 
 

 
 

地
方

独
立

行
政

法
人

栃
木

県
立

岡
本

台
病

院
の

設
立

に
伴

う
関

係
条

例
の

整
理

に
関

す
る

条
例

 

 
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
初

任
給

調
整

手
当

）
 

第
９

条
の

３
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
に

新
た

に
採

用
さ

れ
た

職
員

に
は

、
当

該
各

号

に
定

め
る

額
を

超
え

な
い

範
囲

内
の

額
を

、
第

１
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

3
5
年

以
内

、
第

２
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
採

用
の

日
か

ら
1
5
年

以
内

、
第

３
号

？
？

？
？

？
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

５
年

以
内

の
期

間
、

採
用

の
日

（
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
採

用
後

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
を

経
過

し
た

日
）

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
ご

と
に

そ
の

額
を

減
じ

て
、

初
任

給
調

整
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 

略
 
 

   (
3
)
 
前

２
号

に
掲

げ
る

職
以

外
の

職
の

う
ち

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

し
、

か

つ
、

採
用

に
よ

る
欠

員
の

補
充

に
つ

い
て

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

 
月

額
 

2
,
5
0
0
円

 

２
・

３
 

略
 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

（
初

任
給

調
整

手
当

）
 

第
９

条
の

３
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
に

新
た

に
採

用
さ

れ
た

職
員

に
は

、
当

該
各

号

に
定

め
る

額
を

超
え

な
い

範
囲

内
の

額
を

、
第

１
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

3
5
年

以
内

、
第

２
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
採

用
の

日
か

ら
1
5
年

以
内

、
第

３
号

及
び

第
４

号
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

５
年

以
内

の
期

間
、

採
用

の
日

（
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
採

用
後

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
を

経
過

し
た

日
）

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
ご

と
に

そ
の

額
を

減
じ

て
、

初
任

給
調

整
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 

略
 
 

(
3
)
 
看

護
師

の
資

格
を

有
す

る
者

を
も

っ
て

充
て

る
職

の
う

ち
採

用
に

よ
る

欠
員

の

補
充

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
 

月

額
 

1
0
,
0
0
0
円

 

(
4
)
 
前

３
号

に
掲

げ
る

職
以

外
の

職
の

う
ち

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

し
、

か

つ
、

採
用

に
よ

る
欠

員
の

補
充

に
つ

い
て

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

 
月

額
 

2
,
5
0
0
円

 

２
・

３
 

略
 

 

（
宿

日
直

手
当

）
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栃

木
県

条
例

第
６

号
 

 
 

 
 

地
方

独
立

行
政

法
人

栃
木

県
立

岡
本

台
病

院
の

設
立

に
伴

う
関

係
条

例
の

整
理

に
関

す
る

条
例

 

 
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
初

任
給

調
整

手
当

）
 

第
９

条
の

３
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
に

新
た

に
採

用
さ

れ
た

職
員

に
は

、
当

該
各

号

に
定

め
る

額
を

超
え

な
い

範
囲

内
の

額
を

、
第

１
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

3
5
年

以
内

、
第

２
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
採

用
の

日
か

ら
1
5
年

以
内

、
第

３
号

？
？

？
？

？
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

５
年

以
内

の
期

間
、

採
用

の
日

（
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
採

用
後

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
を

経
過

し
た

日
）

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
ご

と
に

そ
の

額
を

減
じ

て
、

初
任

給
調

整
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 

略
 
 

   (
3
)
 
前

２
号

に
掲

げ
る

職
以

外
の

職
の

う
ち

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

し
、

か

つ
、

採
用

に
よ

る
欠

員
の

補
充

に
つ

い
て

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

 
月

額
 

2
,
5
0
0
円

 

２
・

３
 

略
 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

（
初

任
給

調
整

手
当

）
 

第
９

条
の

３
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
に

新
た

に
採

用
さ

れ
た

職
員

に
は

、
当

該
各

号

に
定

め
る

額
を

超
え

な
い

範
囲

内
の

額
を

、
第

１
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

3
5
年

以
内

、
第

２
号

に
掲

げ
る

職
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
採

用
の

日
か

ら
1
5
年

以
内

、
第

３
号

及
び

第
４

号
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

 

あ
っ

て
は

採
用

の
日

か
ら

５
年

以
内

の
期

間
、

採
用

の
日

（
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
職

に
係

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
採

用
後

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
を

経
過

し
た

日
）

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
ご

と
に

そ
の

額
を

減
じ

て
、

初
任

給
調

整
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 

略
 
 

(
3
)
 
看

護
師

の
資

格
を

有
す

る
者

を
も

っ
て

充
て

る
職

の
う

ち
採

用
に

よ
る

欠
員

の

補
充

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
 

月

額
 

1
0
,
0
0
0
円

 

(
4
)
 
前

３
号

に
掲

げ
る

職
以

外
の

職
の

う
ち

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

し
、

か

つ
、

採
用

に
よ

る
欠

員
の

補
充

に
つ

い
て

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

 
月

額
 

2
,
5
0
0
円

 

２
・

３
 

略
 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

  
 

（
職
員

の
特
殊

勤
務
手

当
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
２

条
 
職

員
の
特

殊
勤
務

手
当

に
関
す

る
条
例

（
昭
和

2
7
年

栃
木

県
条
例

第
２
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

第
1
8
条

 
宿
直

勤
務

又
は

日
直

勤
務

を
命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の
勤

務
１

回
に

つ

き
、

7
,
4
0
0
円

？
？

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る
額

を
宿
日

直
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

２
 

略
 

 別
表

第
５
 

級
別
基

準
職
務

表
（

第
５
条

関
係
）

 

 
ア

～
ウ
 

略
 

 
エ

 
医
療

職
給
料

表
(
1
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

２
級

 
主
査

又
は
係

長
の
職

務
 

 

３
級

 

１
・

２
 
略

 

 ３
 

出
先
機

関
？
？

？
？
の

長
、

次
長
又

は
部
長

の
職
務

 

４
級

 

１
 

略
 

 ２
 

困
難
な

業
務
を

行
う
出

先
機

関
？
？

？
？
の

長
の
職

務
 

オ
 

略
 

 
カ

 
医
療

職
給
料

表
(
3
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

５
級

 
１
 

係
長
？

？
？
？

？
？
の

職
務

 

２
～

４
 
略

 

略
 

  

第
1
8
条

 
宿
直

勤
務

又
は

日
直

勤
務

を
命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の
勤

務
１

回
に

つ

き
、

２
万

1
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る
額

を
宿
日

直
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

２
 

略
 

 別
表

第
５
 

級
別
基

準
職
務

表
（

第
５
条

関
係
）

 

 
ア

～
ウ
 

略
 

 
エ

 
医
療

職
給
料

表
(
1
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

２
級

 
１
 

主
査
又

は
係
長

の
職
務

 

２
 

医
療
機

関
の
医

長
又
は

科
長

の
職
務

 

３
級

 

１
・

２
 
略

 

３
 

医
療
機

関
の
部

長
又
は

医
務

局
長
の

職
務

 

４
 

健
康
福

祉
セ
ン

タ
ー
の

長
？

？
？
又

は
部
長

の
職
務

 

４
級

 

１
 

略
 

２
 

医
療
機

関
の
長

の
職
務

 

３
 

困
難
な

業
務
を

行
う
健

康
福

祉
セ
ン

タ
ー
の

長
の
職

務
 

オ
 

略
 

 
カ

 
医
療

職
給
料

表
(
3
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

５
級

 
１
 

係
長
又

は
看
護

師
長
の

職
務

 

２
～

４
 
略

 

略
 

 
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 



（12） 号外第９号令和４（2022）年３月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

  
 

（
栃

木
県

手
数

料
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３

条
 

栃
木

県
手

数
料

条
例

（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

（
特

殊
勤

務
手

当
の

種
類

）
 

第
２

条
 

特
殊

勤
務

手
当

の
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
1
3
)
 
略

 

 (
1
4
)
～

(
1
7
)
 

略
 

  

第
2
2
条

及
び

第
2
3
条

 
削

除
 

（
特

殊
勤

務
手

当
の

種
類

）
 

第
２

条
 

特
殊

勤
務

手
当

の
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
1
3
)
 
略

 

(
1
4
)
 

夜
間

業
務

手
当

 

(
1
5
)
～

(
1
8
)
 

略
 

 （
夜

間
業

務
手

当
）

 

第
2
2
条

 
夜

間
業

務
手

当
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

職
員

が
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

に
よ

る
勤

務
の

一
部

又
は

全
部

が
深

夜
（

午
後

1
0
時

後
翌

日
の

午
前

５
時

前
の

間
を

い
う

。
）

に
お

い
て

行
わ

れ
る

業
務

に
従

事
し

た
と

き
に

支
給

す
る

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
手

当
の

額
は

、
そ

の
勤

務
１

回
に

つ
き

7
,
3
0
0
円

を
超

え
な

い

範
囲

で
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

３
 

勤
務

の
交

替
に

伴
う

事
情

に
つ

い
て

人
事

委
員

会
が

特
別

の
考

慮
を

必
要

と
す

る

と
認

め
る

場
合

は
、

当
分

の
間

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
額

に
1
,
1
4
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
で

、
当

該
事

情
に

応
じ

て
人

事
委

員
会

規
則

で

定
め

る
額

を
加

算
す

る
。

 

 第
2
3
条

 
削

除
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
2
4
a
略

 

1
2
5
?
？

？
？

？
？

？
？

？
？

？
？

栃
木

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
が

依
頼

に
基

づ
き

実
施

す
る

診
断

書
又

は
証

明
書

の
交

付
 

１
・

２
 

略
 

あ
い

う
え

お
か

き
く

け
こ

さ
し

す
せ

そ

た
ち

つ
て

と
 

３
 

略
 

別
表

第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
2
4
a
略

 

1
2
5
?
栃

木
県

立
岡

本
台

病
院

又
は

栃
木

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
が

依
頼

に
基

づ
き

実
施

す
る

診
断

書
又

は
証

明
書

の
交

付
 

１
・

２
 

略
 

３
 

死
亡

診
断

書
の

交
付

 
１

通
に

つ

き
3
,
5
5
0
円

 

４
 

略
 

  
 

（
職
員

の
特
殊

勤
務
手

当
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
２

条
 
職

員
の
特

殊
勤
務

手
当

に
関
す

る
条
例

（
昭
和

2
7
年

栃
木

県
条
例

第
２
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

第
1
8
条

 
宿
直

勤
務

又
は

日
直

勤
務

を
命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の
勤

務
１

回
に

つ

き
、

7
,
4
0
0
円

？
？

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る
額

を
宿
日

直
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

２
 

略
 

 別
表

第
５
 

級
別
基

準
職
務

表
（

第
５
条

関
係
）

 

 
ア

～
ウ
 

略
 

 
エ

 
医
療

職
給
料

表
(
1
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

２
級

 
主
査

又
は
係

長
の
職

務
 

 

３
級

 

１
・

２
 
略

 

 ３
 

出
先
機

関
？
？

？
？
の

長
、

次
長
又

は
部
長

の
職
務

 

４
級

 

１
 

略
 

 ２
 

困
難
な

業
務
を

行
う
出

先
機

関
？
？

？
？
の

長
の
職

務
 

オ
 

略
 

 
カ

 
医
療

職
給
料

表
(
3
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

５
級

 
１
 

係
長
？

？
？
？

？
？
の

職
務

 

２
～

４
 
略

 

略
 

  

第
1
8
条

 
宿
直

勤
務

又
は

日
直

勤
務

を
命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の
勤

務
１

回
に

つ

き
、

２
万

1
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る
額

を
宿
日

直
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

２
 

略
 

 別
表

第
５
 

級
別
基

準
職
務

表
（

第
５
条

関
係
）

 

 
ア

～
ウ
 

略
 

 
エ

 
医
療

職
給
料

表
(
1
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

２
級

 
１
 

主
査
又

は
係
長

の
職
務

 

２
 

医
療
機

関
の
医

長
又
は

科
長

の
職
務

 

３
級

 

１
・

２
 
略

 

３
 

医
療
機

関
の
部

長
又
は

医
務

局
長
の

職
務

 

４
 

健
康
福

祉
セ
ン

タ
ー
の

長
？

？
？
又

は
部
長

の
職
務

 

４
級

 

１
 

略
 

２
 

医
療
機

関
の
長

の
職
務

 

３
 

困
難
な

業
務
を

行
う
健

康
福

祉
セ
ン

タ
ー
の

長
の
職

務
 

オ
 

略
 

 
カ

 
医
療

職
給
料

表
(
3
)
級

別
基

準
職
務

表
 

職
務

の
級

 
基
準

と
な
る

職
務

 

略
 

５
級

 
１
 

係
長
又

は
看
護

師
長
の

職
務

 

２
～

４
 
略

 

略
 

 
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
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（
議

会
の

議
決

に
付

す
べ

き
公

の
施

設
の

長
期

か
つ

独
占

的
な

使
用

の
許

可
及

び
廃

止
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
４

条
 

議
会

の
議

決
に

付
す

べ
き

公
の

施
設

の
長

期
か

つ
独

占
的

な
使

用
の

許
可

及
び

廃
止

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

 

 
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

（
栃

木
県

職
員

定
数

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
５

条
 

栃
木

県
職

員
定

数
条

例
（

昭
和

5
1
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

（
栃

木
県

病
院

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

の
廃

止
）

 

第
６

条
 

栃
木

県
病

院
事

業
の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

栃
木

県
条

例
第

5
1
号

）
は

、
廃

止
す

る
。

 

附
 

則
 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
２

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

の
前

日
の

属
す

る
事

業
年

度
に

係
る

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
栃

木
県

病
院

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

第
９

条
の

規
定

に
よ

る
業

務
状

 

況
説

明
書

類
の

作
成

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
保

健
福

祉
課

）
 

 

1
2
6
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

1
2
6
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

公
 

 
の

 
 

施
 

 
設

 
期

 
 

 
 

 
 

間
 

 

栃
木

県
立

図
書

館
 

 

1
0
 

 
 

 
 

 
年

 

 
 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

公
 

 
の

 
 

施
 

 
設

 
期

 
 

 
 

 
 

間
 

栃
木

県
立

岡
本

台
病

院
 

1
0
 

 
 

 
 

 
年

 

栃
木

県
立

図
書

館
 

1
0
 

 
 

 
 

 
年

 

 
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
職

員
の

定
数

）
 

第
２

条
 

職
員

の
定

数
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
知

事
の

事
務

部
局

の
職

員
 

5
,
3
8
1
人

 

  

(
2
)
～

(
7
)
 

略
 

２
・

３
 

略
 

（
職

員
の

定
数

）
 

第
２

条
 

職
員

の
定

数
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
知

事
の

事
務

部
局

の
職

員
 

ア
 

一
般

職
員

（
イ

に
掲

げ
る

職
員

を
除

く
。

）
 

5
,
3
8
1
人

 

イ
 

病
院

事
業

会
計

で
給

与
を

支
弁

さ
れ

る
職

員
 

1
7
9
人

 

(
2
)
～

(
7
)
 

略
 

２
・

３
 

略
 

  
 

（
栃

木
県

手
数

料
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３

条
 

栃
木

県
手

数
料

条
例

（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

（
特

殊
勤

務
手

当
の

種
類

）
 

第
２

条
 

特
殊

勤
務

手
当

の
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
1
3
)
 
略

 

 (
1
4
)
～

(
1
7
)
 

略
 

  

第
2
2
条

及
び

第
2
3
条

 
削

除
 

（
特

殊
勤

務
手

当
の

種
類

）
 

第
２

条
 

特
殊

勤
務

手
当

の
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
1
3
)
 
略

 

(
1
4
)
 

夜
間

業
務

手
当

 

(
1
5
)
～

(
1
8
)
 

略
 

 （
夜

間
業

務
手

当
）

 

第
2
2
条

 
夜

間
業

務
手

当
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

職
員

が
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

に
よ

る
勤

務
の

一
部

又
は

全
部

が
深

夜
（

午
後

1
0
時

後
翌

日
の

午
前

５
時

前
の

間
を

い
う

。
）

に
お

い
て

行
わ

れ
る

業
務

に
従

事
し

た
と

き
に

支
給

す
る

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
手

当
の

額
は

、
そ

の
勤

務
１

回
に

つ
き

7
,
3
0
0
円

を
超

え
な

い

範
囲

で
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

３
 

勤
務

の
交

替
に

伴
う

事
情

に
つ

い
て

人
事

委
員

会
が

特
別

の
考

慮
を

必
要

と
す

る

と
認

め
る

場
合

は
、

当
分

の
間

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
額

に
1
,
1
4
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
で

、
当

該
事

情
に

応
じ

て
人

事
委

員
会

規
則

で

定
め

る
額

を
加

算
す

る
。

 

 第
2
3
条

 
削

除
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
2
4
a
略

 

1
2
5
?
？

？
？

？
？

？
？

？
？

？
？

栃
木

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
が

依
頼

に
基

づ
き

実
施

す
る

診
断

書
又

は
証

明
書

の
交

付
 

１
・

２
 

略
 

あ
い

う
え

お
か

き
く

け
こ

さ
し

す
せ

そ

た
ち

つ
て

と
 

３
 

略
 

別
表

第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
2
4
a
略

 

1
2
5
?
栃

木
県

立
岡

本
台

病
院

又
は

栃
木

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
が

依
頼

に
基

づ
き

実
施

す
る

診
断

書
又

は
証

明
書

の
交

付
 

１
・

２
 

略
 

３
 

死
亡

診
断

書
の

交
付

 
１

通
に

つ

き
3
,
5
5
0
円

 

４
 

略
 



（14） 号外第９号令和４（2022）年３月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─

          
栃

木
県

条
例

第
７

号
 

 
 

 
 

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
４

年
栃

木
県

条
例

第
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
育

児
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
？

略
 

(
3
)
?
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

非
常

勤
職

員
以

外
の

非
常

勤
職

員
 

ア
 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｱ
)
?
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

（
以

下
「

特
定

職
」

と
い

う
。

）
に

引
き

続

き
在

職
し

た
期

間
が

１
年

以
上

で
あ

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｱ
)
?
そ

の
養

育
す

る
子

（
育

児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
子

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
１

歳
６

か
月

に
達

す
る

日
（

以
下

「
１

歳
６

か
月

到

達
日

」
と

い
う

。
）

（
第

２
条

の
４

に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
２

歳
に

達
す

る
日

）
ま

で
に

、
そ

の
任

期
（

任
期

が
更

新
さ

れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
更

新
後

の
も

の
）

が
満

了
す

る
こ

と
及

び
引

き
続

い

て
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

（
以

下
「

特
定

職
」

と
い

う
。

）
に

採
用

さ

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

な
い

非
常

勤
職

員
 

(
ｲ
)
?
略

 

イ
・

ウ
 

略
 

 

（
部

分
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

（
育

児
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
？

略
 

(
3
)
?
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

非
常

勤
職

員
以

外
の

非
常

勤
職

員
 

ア
 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｱ
)
?
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

（
以

下
「

特
定

職
」

と
い

う
。

）
に

引
き

続

き
在

職
し

た
期

間
が

１
年

以
上

で
あ

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｲ
)
?
そ

の
養

育
す

る
子

（
育

児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
子

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
１

歳
６

か
月

に
達

す
る

日
（

以
下

「
１

歳
６

か
月

到

達
日

」
と

い
う

。
）

（
第

２
条

の
４

に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
２

歳
に

達
す

る
日

）
ま

で
に

、
そ

の
任

期
（

任
期

が
更

新
さ

れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
更

新
後

の
も

の
）

が
満

了
す

る
こ

と
及

び
特

定
職

に

引
き

続
き

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

採
用

さ

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

な
い

非
常

勤
職

員
 

(
ｳ
)
?
略

 

イ
・

ウ
 

略
 

 

（
部

分
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

  
 

（
議

会
の

議
決

に
付

す
べ

き
公

の
施

設
の

長
期

か
つ

独
占

的
な

使
用

の
許

可
及

び
廃

止
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
４

条
 

議
会

の
議

決
に

付
す

べ
き

公
の

施
設

の
長

期
か

つ
独

占
的

な
使

用
の

許
可

及
び

廃
止

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

 

 
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

（
栃

木
県

職
員

定
数

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
５

条
 

栃
木

県
職

員
定

数
条

例
（

昭
和

5
1
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

（
栃

木
県

病
院

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

の
廃

止
）

 

第
６

条
 

栃
木

県
病

院
事

業
の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

栃
木

県
条

例
第

5
1
号

）
は

、
廃

止
す

る
。

 

附
 

則
 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
２

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

の
前

日
の

属
す

る
事

業
年

度
に

係
る

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
栃

木
県

病
院

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

第
９

条
の

規
定

に
よ

る
業

務
状

 

況
説

明
書

類
の

作
成

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
保

健
福

祉
課

）
 

 

1
2
6
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

1
2
6
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

公
 

 
の

 
 

施
 

 
設

 
期

 
 

 
 

 
 

間
 

 

栃
木

県
立

図
書

館
 

 

1
0
 

 
 

 
 

 
年

 

 
 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

公
 

 
の

 
 

施
 

 
設

 
期

 
 

 
 

 
 

間
 

栃
木

県
立

岡
本

台
病

院
 

1
0
 

 
 

 
 

 
年

 

栃
木

県
立

図
書

館
 

1
0
 

 
 

 
 

 
年

 

 
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
職

員
の

定
数

）
 

第
２

条
 

職
員

の
定

数
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
知

事
の

事
務

部
局

の
職

員
 

5
,
3
8
1
人

 

  

(
2
)
～

(
7
)
 

略
 

２
・

３
 

略
 

（
職

員
の

定
数

）
 

第
２

条
 

職
員

の
定

数
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
知

事
の

事
務

部
局

の
職

員
 

ア
 

一
般

職
員

（
イ

に
掲

げ
る

職
員

を
除

く
。

）
 

5
,
3
8
1
人

 

イ
 

病
院

事
業

会
計

で
給

与
を

支
弁

さ
れ

る
職

員
 

1
7
9
人

 

(
2
)
～

(
7
)
 

略
 

２
・

３
 

略
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─
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─
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─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─

 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（
人

事
課
）

 
 

 

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 

(
2
)
?
勤
務

日
の

日
数

及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務
時

間
を

考
慮

し
て

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

非
常
勤

職
員

以
外

の
非

常
勤

職
員
（

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る
短

時
間

勤
務

の
職

を
占

め
る
職

員
（

以
下

「
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

等
」
と

い
う
。

）
を
除

く
。

）
 

    第
2
8
条

 
略

 

  
（

妊
娠
又

は
出
産

等
に
つ

い
て

の
申
出

が
あ
っ

た
場
合

に
お

け
る
措

置
等
）

 

第
2
9
条

 
任
命

権
者

は
、

職
員

が
当

該
任
命

権
者

に
対

し
、

当
該

職
員
又

は
そ

の
配

偶

者
が

妊
娠

し
、
又

は
出

産
し

た
こ

と
そ

の
他
こ

れ
に

準
ず

る
事

実
を

申
し
出

た
と

き

は
、

当
該

職
員
に

対
し

て
、

育
児

休
業

に
関
す

る
制

度
そ

の
他

の
事

項
を
知

ら
せ

る

と
と

も
に

、
育
児

休
業

の
承

認
の

請
求

に
係
る

当
該

職
員

の
意

向
を

確
認
す

る
た

め

の
面

談
そ
の

他
の
措

置
を
講

じ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
前

項
の

規
定
に

よ
る

申
出

を
し

た
こ

と
を
理

由
と

し
て

、

当
該

職
員

が
不
利

益
な

取
扱

い
を

受
け

る
こ
と

が
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

 

  
（

勤
務
環

境
の
整

備
に
関

す
る

措
置
）

 

第
3
0
条

 
任
命

権
者

は
、

育
児

休
業

の
承
認

の
請

求
が

円
滑

に
行

わ
れ
る

よ
う

に
す

る

た
め

、
次
に

掲
げ
る

措
置
を

講
じ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
(
1
)
?
職
員

に
対
す

る
育
児

休
業

に
係
る

研
修
の

実
施

 

 
(
2
)
?
育
児

休
業
に

関
す
る

相
談

体
制
の

整
備

 

 
(
3
)
?
そ
の

他
育
児

休
業
に

係
る

勤
務
環

境
の
整

備
に
関

す
る

措
置

 

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 

(
2
)
?
次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

非
常
勤

職
員

以
外

の
非

常
勤

職
員
（

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る
短

時
間

勤
務

の
職

を
占

め
る
職

員
（

以
下

「
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

等
」
と

い
う
。

）
を
除

く
。

）
 

ア
 

特
定
職

に
引
き

続
き
在

職
し

た
期
間

が
１
年

以
上
で

あ
る

非
常
勤

職
員

 

イ
 

勤
務

日
の
日

数
及

び
勤

務
日

ご
と

の
勤
務

時
間

を
考

慮
し

て
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め
る

非
常
勤

職
員

 

 第
2
8
条

 
略

 

 

          
栃

木
県

条
例

第
７

号
 

 
 

 
 

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
４

年
栃

木
県

条
例

第
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
育

児
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
？

略
 

(
3
)
?
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

非
常

勤
職

員
以

外
の

非
常

勤
職

員
 

ア
 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｱ
)
?
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

（
以

下
「

特
定

職
」

と
い

う
。

）
に

引
き

続

き
在

職
し

た
期

間
が

１
年

以
上

で
あ

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｱ
)
?
そ

の
養

育
す

る
子

（
育

児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
子

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
１

歳
６

か
月

に
達

す
る

日
（

以
下

「
１

歳
６

か
月

到

達
日

」
と

い
う

。
）

（
第

２
条

の
４

に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
２

歳
に

達
す

る
日

）
ま

で
に

、
そ

の
任

期
（

任
期

が
更

新
さ

れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
更

新
後

の
も

の
）

が
満

了
す

る
こ

と
及

び
引

き
続

い

て
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

（
以

下
「

特
定

職
」

と
い

う
。

）
に

採
用

さ

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

な
い

非
常

勤
職

員
 

(
ｲ
)
?
略

 

イ
・

ウ
 

略
 

 

（
部

分
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

（
育

児
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
？

略
 

(
3
)
?
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

非
常

勤
職

員
以

外
の

非
常

勤
職

員
 

ア
 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｱ
)
?
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

（
以

下
「

特
定

職
」

と
い

う
。

）
に

引
き

続

き
在

職
し

た
期

間
が

１
年

以
上

で
あ

る
非

常
勤

職
員

 

(
ｲ
)
?
そ

の
養

育
す

る
子

（
育

児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
子

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
１

歳
６

か
月

に
達

す
る

日
（

以
下

「
１

歳
６

か
月

到

達
日

」
と

い
う

。
）

（
第

２
条

の
４

に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
２

歳
に

達
す

る
日

）
ま

で
に

、
そ

の
任

期
（

任
期

が
更

新
さ

れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
更

新
後

の
も

の
）

が
満

了
す

る
こ

と
及

び
特

定
職

に

引
き

続
き

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

採
用

さ

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

な
い

非
常

勤
職

員
 

(
ｳ
)
?
略

 

イ
・

ウ
 

略
 

 

（
部

分
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

         
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
８
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
1
年
栃
木
県
条
例
第
3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
8
 
略

 

2
9
 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
2
8
年
法
律
第

1
4
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和

2
8
年

厚
生
省
令
第
1
4
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

 
(
1
)
～

(
1
5
)
?
略

 

 
(
1
6
)
 
省
令
第
１
条
の
４
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

 
(
1
7
)
 
省
令
第

1
4
条
の
４
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

3
0
～

3
1
 
略

 

 
 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
8
 
略

 

2
9
 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
2
8
年
法
律
第

1
4
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？

あ
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

 
(
1
)
～

(
1
5
)
?
略

 

  3
0
～

3
1
 
略
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栃

木
県
条

例
第
９

号
 

 
 

 
 
栃

木
県
手

数
料
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

栃
木

県
手
数

料
条
例

（
昭
和

3
1
年

栃
木

県
条
例

第
１
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

７
 
略

 
 

８
 

行
政

書
士

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第

４
号

）
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

行
政
書

士
試
験

の
施
行

 

1
0
,
4
0
0
円

 

８
の

２
～
2
5
5
ｱ
略

 
 

2
5
6
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
第

1
8
条

第
２

項
第

１
号

の
規

定
に

基
づ

く
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項
に

規

定
す

る
製

造
保

安
責

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

乙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
1
1
,
6
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
1
,
1
0
0
円

）
 

２
 

丙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
1
0
,
3
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

9
,
8
0
0
円
）

 

３
 

乙
種

機
械

責
任

者
免

状
に

係
る

製

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

７
 
略

 
 

８
 

行
政

書
士

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第

４
号

）
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

行
政
書

士
試
験

の
施
行

 

7
,
0
0
0
円

 

８
の

２
～
2
5
5
ｱ
略

 
 

2
5
6
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
第

1
8
条

第
２

項
第

１
号

の
規

定
に

基
づ

く
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項
に

規

定
す

る
製

造
保

安
責

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

乙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
9
,
3
0
0
円

ｱ

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

8
,
8
0
0
円
ｱ
）

 

２
 

丙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
8
,
7
0
0
円

ｱ

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

8
,
2
0
0
円
）

 

３
 

乙
種

機
械

責
任

者
免

状
に

係
る

製

         
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
８
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
1
年
栃
木
県
条
例
第
3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
8
 
略

 

2
9
 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
2
8
年
法
律
第

1
4
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和

2
8
年

厚
生
省
令
第
1
4
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

 
(
1
)
～

(
1
5
)
?
略

 

 
(
1
6
)
 
省
令
第
１
条
の
４
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

 
(
1
7
)
 
省
令
第
1
4
条
の
４
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

3
0
～

3
1
 
略

 

 
 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
8
 
略

 

2
9
 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
2
8
年
法
律
第

1
4
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？

あ
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

 
(
1
)
～

(
1
5
)
?
略

 

  3
0
～

3
1
 
略
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造
保

安
責

任
者

試
験

 
1
1
,
6
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
1
,
1
0
0
円

）
 

４
 

第
二

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

1
1
,
6
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

1
1
,
1
0
0
円

）
 

５
 

第
三

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

1
0
,
3
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

9
,
8
0
0
円
）

 

2
5
7
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項

の
規

定
に

基
づ

く
販

売
主

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

第
一

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売

主
任

者
試

験
 
9
,
0
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
8
,
5
0
0

円
）

 

２
 

第
二

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売

主
任

者
試

験
 
7
,
2
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
6
,
7
0
0

円
）

 

2
5
8
～
2
7
2
 

略
 

 

2
7
3
ｱ
電

気
工

事
士

法
施

行
令

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
く

電
気

工
事

士
免

状
の

書
換

え
 

2
,
7
0
0
円

 

2
7
4
～
2
7
9
 

略
 

 

2
8
0
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
・

２
 
略

 

造
保

安
責

任
者

試
験

 
9
,
3
0
0
円

ｱ

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

8
,
8
0
0
円
ｱ
）

 

４
 

第
二

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

9
,
3
0
0
円

ｱ
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

8
,
8
0
0
円
ｱ
）

 

５
 

第
三

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

8
,
7
0
0
円

ｱ
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

8
,
2
0
0
円
）

 

2
5
7
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項

の
規

定
に

基
づ

く
販

売
主

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

第
一

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売
主

任
者

試
験

 
7
,
9
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
7
,
4
0
0

円
）

 

２
 

第
二

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売
主

任
者

試
験

 
6
,
2
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
5
,
7
0
0

円
）

 

2
5
8
～
2
7
2
 

略
 

 

2
7
3
ｱ
電

気
工

事
士

法
施

行
令

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
く

電
気

工
事

士
免

状
の

書
換

え
 

2
,
1
0
0
円

 

2
7
4
～
2
7
9
 

略
 

 

2
8
0
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
・

２
 
略

 

         
 

 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
９

号
 

 
 

 
 
栃

木
県
手

数
料
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

栃
木

県
手
数

料
条
例

（
昭
和

3
1
年

栃
木

県
条
例

第
１
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

７
 
略

 
 

８
 

行
政

書
士

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第

４
号

）
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

行
政
書

士
試
験

の
施
行

 

1
0
,
4
0
0
円

 

８
の

２
～
2
5
5
ｱ
略

 
 

2
5
6
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
第

1
8
条

第
２

項
第

１
号

の
規

定
に

基
づ

く
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項
に

規

定
す

る
製

造
保

安
責

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

乙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
1
1
,
6
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
1
,
1
0
0
円

）
 

２
 

丙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
1
0
,
3
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

9
,
8
0
0
円
）

 

３
 

乙
種

機
械

責
任

者
免

状
に

係
る

製

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

７
 
略

 
 

８
 

行
政

書
士

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第

４
号

）
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

行
政
書

士
試
験

の
施
行

 

7
,
0
0
0
円

 

８
の

２
～
2
5
5
ｱ
略

 
 

2
5
6
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
第

1
8
条

第
２

項
第

１
号

の
規

定
に

基
づ

く
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項
に

規

定
す

る
製

造
保

安
責

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

乙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
9
,
3
0
0
円

ｱ

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

8
,
8
0
0
円
ｱ
）

 

２
 

丙
種

化
学

責
任

者
免

状
に

係
る

製

造
保

安
責

任
者

試
験

 
8
,
7
0
0
円

ｱ

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

8
,
2
0
0
円
）

 

３
 

乙
種

機
械

責
任

者
免

状
に

係
る

製



（18） 号外第９号令和４（2022）年３月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

 

造
保

安
責

任
者

試
験

 
1
1
,
6
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
1
,
1
0
0
円

）
 

４
 

第
二

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

1
1
,
6
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

1
1
,
1
0
0
円

）
 

５
 

第
三

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

1
0
,
3
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

9
,
8
0
0
円
）

 

2
5
7
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項

の
規

定
に

基
づ

く
販

売
主

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

第
一

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売

主
任

者
試

験
 
9
,
0
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
8
,
5
0
0

円
）

 

２
 

第
二

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売

主
任

者
試

験
 
7
,
2
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
6
,
7
0
0

円
）

 

2
5
8
～
2
7
2
 

略
 

 

2
7
3
ｱ
電

気
工

事
士

法
施

行
令

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
く

電
気

工
事

士
免

状
の

書
換

え
 

2
,
7
0
0
円

 

2
7
4
～
2
7
9
 

略
 

 

2
8
0
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
・

２
 
略

 

造
保

安
責

任
者

試
験

 
9
,
3
0
0
円

ｱ

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

8
,
8
0
0
円
ｱ
）

 

４
 

第
二

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

9
,
3
0
0
円

ｱ
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

8
,
8
0
0
円
ｱ
）

 

５
 

第
三

種
冷

凍
機

械
責

任
者

免
状

に

係
る

製
造

保
安

責
任

者
試

験
あ

8
,
7
0
0
円

ｱ
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に

よ
り

受
験

願
書

を
提

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

8
,
2
0
0
円
）

 

2
5
7
ｱ
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
3
1
条

第
２

項

の
規

定
に

基
づ

く
販

売
主

任
者

試
験

の
実

施
 

１
 

第
一

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売
主

任
者

試
験

 
7
,
9
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
7
,
4
0
0

円
）

 

２
 

第
二

種
販

売
主

任
者

免
状

に
係

る

販
売
主

任
者

試
験

 
6
,
2
0
0
円

（
電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
受

験
願

書
を

提
出
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
5
,
7
0
0

円
）

 

2
5
8
～
2
7
2
 

略
 

 

2
7
3
ｱ
電

気
工

事
士

法
施

行
令

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
く

電
気

工
事

士
免

状
の

書
換

え
 

2
,
1
0
0
円

 

2
7
4
～
2
7
9
 

略
 

 

2
8
0
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
・

２
 
略

 

 

保
安

確
保

機
器

の
設

置
及

び
管

理
の

方
法

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

３
 

当
該

申
請

を
行

う
者

が
販

売
契

約

を
締

結
し

て
い

る
一

般
消

費
者

等
の

数
が

1
0
,
0
0
0
戸

以
上

の
場

合
あ

9
8
,
0
0
0
円

ｱ
 

2
8
1
ｱ
略

 
 

2
8
2
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
7
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

貯
蔵

施
設

の
位

置
、

構
造

若
し

く
は

設
備

の
変

更
又

は
特

定
供

給
設

備
の

位
置

、
構

造
、

設
備

若
し

く
は

装
置

の
変

更
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
5
,
0
0
0
円

に
変

更
に

係
る

貯
蔵

施
設

又

は
特

定
供

給
設

備
の

数
を

乗
じ

て
得

た

金
額

 

2
8
3
～

2
9
2
 

略
 

 

2
9
3
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
8
条

の
５

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

士
試

験
の

実
施

 

2
3
,
2
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
2
2
,
7
0
0
円

）
 

2
9
4
～

3
9
3
 

略
 

 

3
9
4
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
（

令
和

３
年

法
律

第
3
4
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に

基
づ

く
畜

舎
建

築
利

用
計

画
の

認
定

（
特

例
畜

舎
等

に
係

る
も

の
を

除

く
。

）
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

１
あ

床
面

積
（

畜
舎

等
の

建
築

等
を

す

る
場

合
（

畜
舎

等
に

お
け

る
作

業
の

能
率

の
向

上
に

資
す

る
模

様
替

を
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
あ

っ
て

は
当

該
建

築
等

に
係

る
部

分
の

床
面

積

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
確

認
に

係
る

部
分

の
床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

、
畜

舎
等

に
お

け
る

作
業

の
能

率
の

向
上

保
安

確
保

機
器

の
設

置
及

び
管

理
の

方
法

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

３
 

当
該

申
請

を
行

う
者

が
販

売
契

約

を
締

結
し

て
い

る
一

般
消

費
者

等
の

数
が

1
0
,
0
0
0
戸

以
上

の
場

合
あ

1
1
0
,
0
0
0
円

 

2
8
1
ｱ
略

 
 

2
8
2
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
7
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

貯
蔵

施
設

の
位

置
、

構
造

若
し

く
は

設
備

の
変

更
又

は
特

定
供

給
設

備
の

位
置

、
構

造
、

設
備

若
し

く
は

装
置

の
変

更
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
7
,
0
0
0
円

に
変

更
に

係
る

貯
蔵

施
設

又

は
特

定
供

給
設

備
の

数
を

乗
じ

て
得

た

金
額

 

2
8
3
～

2
9
2
 

略
 

 

2
9
3
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
8
条

の
５

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

士
試

験
の

実
施

 

2
1
,
4
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
2
0
,
9
0
0
円

）
 

2
9
4
～

3
9
3
 

略
 

 

3
9
4
か

ら
4
0
5
ま

で
 

削
除

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

１
あ

床
面

積
（

畜
舎

等
を

建
築

等
を

す

る
場

合
（

畜
舎

等
に

お
け

る
作

業
の

能
率

の
向

上
に

資
す

る
模

様
替

を
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
あ

っ
て

は
当

該
建

築
等

に
係

る
部

分
の

床
面

積

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
確

認
に

係
る

部
分

の
床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

、
畜
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に
資

す
る

模
様

替
を

す
る

場
合

に

あ
っ

て
は

当
該

模
様

替
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

合
計

が
3
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
内

の
場

合
あ

9
,
0
0
0

円
 

２
あ

床
面

積
の

合
計

が
3
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

場
合

あ
1
5
,
0
0
0
円

 

３
あ

床
面

積
の

合
計

が
1
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

場
合

あ
2
3
,
0
0
0
円

 

４
あ

床
面

積
の

合
計

が
2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

場
合

あ
3
7
,
0
0
0
円

 

５
あ

床
面

積
の

合
計

が
5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内

の
場

合
あ

6
6
,
0
0
0
円

 

６
あ

床
面

積
の

合
計

が
1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

場
合

あ
9
4
,
0
0
0
円

 

７
あ

床
面

積
の

合
計

が
2
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
1
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

以
内

の
場

合
あ

1
9
0
,
0
0
0
円

 

８
あ

床
面

積
の

合
計

が
1
0
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
5
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
内

の
場

合
あ

3
1
0
,
0
0
0
円

 

９
あ

床
面

積
の

合
計

が
5
0
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

あ
5
6
0
,
0
0
0

円
 

3
9
5
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

畜
舎

建
築

利
用

計
画

床
面

積
（

畜
舎

等
（

特
例

畜
舎

等
を

除

く
。

）
に

係
る

認
定

を
受

け
た

畜
舎

建

築
利

用
計

画
の

変
更

に
係

る
部

分
に

 

保
安

確
保

機
器

の
設

置
及

び
管

理
の

方
法

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

３
 

当
該

申
請

を
行

う
者

が
販

売
契

約

を
締

結
し

て
い

る
一

般
消

費
者

等
の

数
が

1
0
,
0
0
0
戸

以
上

の
場

合
あ

9
8
,
0
0
0
円

ｱ
 

2
8
1
ｱ
略

 
 

2
8
2
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
7
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

貯
蔵

施
設

の
位

置
、

構
造

若
し

く
は

設
備

の
変

更
又

は
特

定
供

給
設

備
の

位
置

、
構

造
、

設
備

若
し

く
は

装
置

の
変

更
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
5
,
0
0
0
円

に
変

更
に

係
る

貯
蔵

施
設

又

は
特

定
供

給
設

備
の

数
を

乗
じ

て
得

た

金
額

 

2
8
3
～

2
9
2
 

略
 

 

2
9
3
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
8
条

の
５

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

士
試

験
の

実
施

 

2
3
,
2
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
2
2
,
7
0
0
円

）
 

2
9
4
～

3
9
3
 

略
 

 

3
9
4
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
（

令
和

３
年

法
律

第
3
4
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に

基
づ

く
畜

舎
建

築
利

用
計

画
の

認
定

（
特

例
畜

舎
等

に
係

る
も

の
を

除

く
。

）
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

１
あ

床
面

積
（

畜
舎

等
の

建
築

等
を

す

る
場

合
（

畜
舎

等
に

お
け

る
作

業
の

能
率

の
向

上
に

資
す

る
模

様
替

を
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
あ

っ
て

は
当

該
建

築
等

に
係

る
部

分
の

床
面

積

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
確

認
に

係
る

部
分

の
床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

、
畜

舎
等

に
お

け
る

作
業

の
能

率
の

向
上

保
安

確
保

機
器

の
設

置
及

び
管

理
の

方
法

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

３
 

当
該

申
請

を
行

う
者

が
販

売
契

約

を
締

結
し

て
い

る
一

般
消

費
者

等
の

数
が

1
0
,
0
0
0
戸

以
上

の
場

合
あ

1
1
0
,
0
0
0
円

 

2
8
1
ｱ
略

 
 

2
8
2
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
7
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

貯
蔵

施
設

の
位

置
、

構
造

若
し

く
は

設
備

の
変

更
又

は
特

定
供

給
設

備
の

位
置

、
構

造
、

設
備

若
し

く
は

装
置

の
変

更
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
7
,
0
0
0
円

に
変

更
に

係
る

貯
蔵

施
設

又

は
特

定
供

給
設

備
の

数
を

乗
じ

て
得

た

金
額

 

2
8
3
～

2
9
2
 

略
 

 

2
9
3
ｱ
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

3
8
条

の
５

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

士
試

験
の

実
施

 

2
1
,
4
0
0
円

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ

り
受

験
願

書
を

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
2
0
,
9
0
0
円

）
 

2
9
4
～

3
9
3
 

略
 

 

3
9
4
か

ら
4
0
5
ま

で
 

削
除

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

１
あ

床
面

積
（

畜
舎

等
を

建
築

等
を

す

る
場

合
（

畜
舎

等
に

お
け

る
作

業
の

能
率

の
向

上
に

資
す

る
模

様
替

を
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
あ

っ
て

は
当

該
建

築
等

に
係

る
部

分
の

床
面

積

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
確

認
に

係
る

部
分

の
床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

、
畜

 

の
変

更
の

認
定

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
項

の
変

更
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

あ
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部

分
の

床
面

積
の

２
分

の
１

、
床

面
積

の

増
加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加

す
る

部
分

の
床

面
積

、
特

例
畜

舎
等

に

係
る

認
定

を
受

け
た

畜
舎

建
築

利
用

計

画
を

変
更

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
特

例

畜
舎

等
の

床
面

積
の

合
計
が

3
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は

当
該

計
画

の
変

更
後

の
床

面
積

（
建

築

基
準

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

確
認

を
受

け
た

部
分

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に

応
じ

、
前
項

の
右
欄

に
規
定

す
る

金
額

 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
2
0
,
0
0
0
円

 

3
9
7
か
ら

4
0
5
ま

で
 

削
除

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

8
,
2
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

更
の

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
、

床
面

積
の

増

加
す

る
部

分
に

あ
っ

て
は

当
該

増
加

す

る
部

分
の

床
面

積
、

特
例

畜
舎

等
に

係

る
認

定
を

受
け

た
畜

舎
建

築
利

用
計

画

を
変

更
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

特
例

畜

舎
等
の

床
面

積
の

合
計

が
3
,
0
0
0
平
方

メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当

該
計

画
の

変
更

後
の

床
面

積
（

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床
面

積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に
応

じ
、

前
項
の

右
欄
に

規
定
す

る
金

額
 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

 

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

7
,
0
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

 
 

 

の
変

更
の

認
定

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
項

の
変

更
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

あ
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部

分
の

床
面

積
の

２
分

の
１

、
床

面
積

の

増
加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加

す
る

部
分

の
床

面
積

、
特

例
畜

舎
等

に

係
る

認
定

を
受

け
た

畜
舎

建
築

利
用

計

画
を

変
更

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
特

例

畜
舎

等
の

床
面

積
の

合
計
が

3
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は

当
該

計
画

の
変

更
後

の
床

面
積

（
建

築

基
準

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

確
認

を
受

け
た

部
分

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に

応
じ

、
前
項

の
右
欄

に
規
定

す
る

金
額

 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
2
0
,
0
0
0
円

 

3
9
7
か
ら

4
0
5
ま

で
 

削
除

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

8
,
2
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

更
の

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
、

床
面

積
の

増

加
す

る
部

分
に

あ
っ

て
は

当
該

増
加

す

る
部

分
の

床
面

積
、

特
例

畜
舎

等
に

係

る
認

定
を

受
け

た
畜

舎
建

築
利

用
計

画

を
変

更
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

特
例

畜

舎
等
の

床
面

積
の

合
計

が
3
,
0
0
0
平
方

メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当

該
計

画
の

変
更

後
の

床
面

積
（

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床
面

積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に
応

じ
、

前
項
の

右
欄
に

規
定
す

る
金

額
 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

 

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

7
,
0
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

 
 

 

の
変

更
の

認
定

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
項

の
変

更
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

あ
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部

分
の

床
面

積
の

２
分

の
１

、
床

面
積

の

増
加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加

す
る

部
分

の
床

面
積

、
特

例
畜

舎
等

に

係
る

認
定

を
受

け
た

畜
舎

建
築

利
用

計

画
を

変
更

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
特

例

畜
舎

等
の

床
面

積
の

合
計
が

3
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は

当
該

計
画

の
変

更
後

の
床

面
積

（
建

築

基
準

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

確
認

を
受

け
た

部
分

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に

応
じ

、
前
項

の
右
欄

に
規
定

す
る

金
額

 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
2
0
,
0
0
0
円

 

3
9
7
か
ら

4
0
5
ま

で
 

削
除

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

8
,
2
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

更
の

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
、

床
面

積
の

増

加
す

る
部

分
に

あ
っ

て
は

当
該

増
加

す

る
部

分
の

床
面

積
、

特
例

畜
舎

等
に

係

る
認

定
を

受
け

た
畜

舎
建

築
利

用
計

画

を
変

更
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

特
例

畜

舎
等
の

床
面

積
の

合
計

が
3
,
0
0
0
平
方

メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当

該
計

画
の

変
更

後
の

床
面

積
（

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床
面

積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に
応

じ
、

前
項
の

右
欄
に

規
定
す

る
金

額
 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

 

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

7
,
0
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
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の
変

更
の

認
定

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
項

の
変

更
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

あ
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部

分
の

床
面

積
の

２
分

の
１

、
床

面
積

の

増
加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加

す
る

部
分

の
床

面
積

、
特

例
畜

舎
等

に

係
る

認
定

を
受

け
た

畜
舎

建
築

利
用

計

画
を

変
更

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
特

例

畜
舎

等
の

床
面

積
の

合
計
が

3
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は

当
該

計
画

の
変

更
後

の
床

面
積

（
建

築

基
準

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

確
認

を
受

け
た

部
分

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床

面
積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に

応
じ

、
前
項

の
右
欄

に
規
定

す
る

金
額

 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

1
2
0
,
0
0
0
円

 

3
9
7
か
ら

4
0
5
ま

で
 

削
除

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

8
,
2
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

更
の

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
、

床
面

積
の

増

加
す

る
部

分
に

あ
っ

て
は

当
該

増
加

す

る
部

分
の

床
面

積
、

特
例

畜
舎

等
に

係

る
認

定
を

受
け

た
畜

舎
建

築
利

用
計

画

を
変

更
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

特
例

畜

舎
等
の

床
面

積
の

合
計

が
3
,
0
0
0
平
方

メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当

該
計

画
の

変
更

後
の

床
面

積
（

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確

認
を

受
け

た
部

分
が

あ
る

場
合

に
あ

っ

て
は

当
該

確
認

に
係

る
部

分
の

床
面

積

を
控

除
し

た
面

積
）

）
の

合
計

に
応

じ
、

前
項
の

右
欄
に

規
定
す

る
金

額
 

3
9
6
ｱ
畜

舎
等

の
建

築
等

及
び

利
用

の
特

例
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

 

 
 

4
0
6
～
4
2
1
 

略
 

 

4
2
2
ｱ
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第

2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

同
法

第

8
7
条

第
１

項
、

第
8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

確
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
2
2
の
２

～
4
7
3
 
略

 
 

4
7
4
ｱ
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

宅
地

建
物

取
引

士
資

格
試
験

の
実
施

 

7
,
0
0
0
円

 

4
7
5
～
5
1
7
 

略
 

 

 
 

 

附
 

則
 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
２

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

前
に

申
請

が
な

さ
れ

て
い

る
事

務
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 

備
考

 
略

 
あ

備
考

 
略
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附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

（
文
書

学
事
課

）
 

 

 

３
 

実
施

機
関

は
、

個
人

情
報

を
収

集
す
る

と
き

は
、

本
人

か
ら

収
集
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
（

特
定

個
人

情
報

に
あ

っ
て
は

、
第

１

号
）

に
該
当

す
る
と

き
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

(
1
)
～
(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
国
、

独
立

行
政

法
人

等
（

個
人

情
報

保
護
法

第
２

条
第

９
項

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

に
規

定
す

る
独
立

行
政

法
人

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
他

の
地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

独
立
行

政
法

人
か

ら
収

集
す
る

場
合

で
、

事
務

の
遂

行
上
や

む
を

得
ず

、
か

つ
、

本
人
の

権
利

利
益

を
不
当

に
侵
害

す
る
お

そ
れ

が
な
い

と
き
。

 

(
8
)
・
(
9
)
 

略
 

４
 

略
 

 第
4
4
条

 
法
令

等
（

個
人

情
報

保
護

法
あ
あ

あ
あ

そ
の

他
実

施
機

関
が
定

め
る

法
令

等

を
除

く
。

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

規
定

に
よ

り
、

第
2
4
条

第
１

項
本

文

に
規

定
す

る
方
法

と
同

一
の

方
法

で
自

己
の
保

有
個

人
情

報
（

保
有

特
定
個

人
情

報

を
除

く
。

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

開
示

を
求

め
る

こ
と

が
で
き

る
場

合

に
お

け
る

当
該
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ
い

て
は

、
当

該
法

令
等

の
定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
適

用
除
外

）
 

第
5
3
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
３

章
の

規
定

は
、

個
人

情
報

保
護
法

あ
あ

あ
あ

そ
の

他
の

法
律
の

規
定

に
よ

り

個
人

情
報

保
護

法
第

５
章

第
４

節
の

規
定

が
適

用
さ

れ
な

い
個

人
情

報
に

つ
い

て

は
、

適
用
し

な
い
。

 

３
 

実
施

機
関

は
、

個
人

情
報

を
収

集
す
る

と
き

は
、

本
人

か
ら

収
集
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
（

特
定

個
人

情
報

に
あ

っ
て
は

、
第

１

号
）

に
該
当

す
る
と

き
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

(
1
)
～
(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
国
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の
保

護
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
独
立

行
政

法
人

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
他

の
地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

独
立
行

政
法

人
か

ら
収

集
す
る

場
合

で
、

事
務

の
遂

行
上
や

む
を

得
ず

、
か

つ
、

本
人
の

権
利

利
益

を
不
当

に
侵
害

す
る
お

そ
れ

が
な
い

と
き
。

 

(
8
)
・
(
9
)
 

略
 

４
 

略
 

 第
4
4
条

 
法
令

等
（

行
政

機
関

個
人

情
報
保

護
法

そ
の

他
実

施
機

関
が
定

め
る

法
令

等

を
除

く
。

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

規
定

に
よ

り
、

第
2
4
条

第
１

項
本

文

に
規

定
す

る
方
法

と
同

一
の

方
法

で
自

己
の
保

有
個

人
情

報
（

保
有

特
定
個

人
情

報

を
除

く
。

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

開
示

を
求

め
る

こ
と

が
で
き

る
場

合

に
お

け
る

当
該
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ
い

て
は

、
当

該
法

令
等

の
定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
適

用
除
外

）
 

第
5
3
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
３

章
の

規
定

は
、

行
政

機
関

個
人
情

報
保

護
法

そ
の

他
の

法
律
の

規
定

に
よ

り

同
法

第
４

章
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

が
適

用
さ

れ
な

い
個

人
情

報
に

つ
い

て

は
、

適
用
し

な
い
。

 

 

         
 

 
栃

木
県

条
例

第
1
0
号

 

 
 

 
 

栃
木

県
個

人
情

報
保

護
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

栃
木

県
個

人
情

報
保

護
条

例
（

平
成

1
3
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

略
 

２
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
個

人
情

報
」

と
は

、
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
を

い
う

。
 

(
1
)
?
当

該
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
記

述
等

（
文

書
、

図
画

若

し
く

は
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

に
記

載
さ

れ
、

若
し

く
は

記
録

さ
れ

、
又

は
音

声
、

動
作

そ
の

他
の

方
法

を
用

い

て
表

さ
れ

た
一

切
の

事
項

（
個

人
識

別
符

号
（

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律

（
平

成
1
5
年

法
律

第
5
7
号

。
以

下
「

個
人

情
報

保
護

法
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第

２
項

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に

規
定

す
る

個
人

識
別

符
号

を
い

う
。

以

下
同

じ
。

）
を

除
く

。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。
）

 

(
2
)
?
略

 

３
～

1
0
 

略
 

 

（
収

集
の

制
限

）
 

第
６

条
 

略
 

２
 

略
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

略
 

２
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
個

人
情

報
」

と
は

、
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
を

い
う

。
 

(
1
)
?
当

該
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
記

述
等

（
文

書
、

図
画

若

し
く

は
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

に
記

載
さ

れ
、

若
し

く
は

記
録

さ
れ

、
又

は
音

声
、

動
作

そ
の

他
の

方
法

を
用

い

て
表

さ
れ

た
一

切
の

事
項

（
個

人
識

別
符

号
（

行
政

機
関

の
保

有
す

る
個

人
情

報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
8
号

。
以

下
「

行
政

機
関

個
人

情
報

保
護

法
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

個
人

識
別

符
号

を
い

う
。

以

下
同

じ
。

）
を

除
く

。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。
）

 

(
2
)
?
略

 

３
～

1
0
 

略
 

 

（
収

集
の

制
限

）
 

第
６

条
 

略
 

２
 

略
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栃

木
県

条
例

第
1
1
号

 

 
 

 
 

栃
木

県
青

少
年

健
全

育
成

条
例

及
び

健
康

長
寿

と
ち

ぎ
づ

く
り

推
進

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

 
（

栃
木

県
青

少
年

健
全

育
成

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

栃
木

県
青

少
年

健
全

育
成

条
例

（
平

成
1
8
年

栃
木

県
条

例
第

4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
?
青

少
年

 
1
8
歳

未
満

の
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

を
い

う
。

 

(
2
)
～

(
1
1
)
 
略

 

 （
役

務
提

供
契

約
に

係
る

説
明

等
）

 

第
3
3
条

の
２

 
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
（

青
少

年
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
環

境
整

備
法

第
２

条
第

８
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
に

関
す

る
契

約
（

以
下

「
役

務
提

供
契

約
」

と
い

う
。

）
の

締
結

の
媒

介
、

取
次

ぎ
若

し
く

は
代

理
を

業
と

す
る

者
（

以
下

「
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、

役
務

提
供

契
約

（
既

に
締

結
さ

れ
て

い
る

役
務

提
供

契
約

（
以

下
「

既
契

約
」

と
い

う
。

）
の

変
更

を
内

容
と

す
る

契
約

又
は

既
契

約
の

更
新

を
内

容
と

す
る

契
約

に
あ

っ
て

は
、

当
該

既
契

約
の

相
手

方
又

は
当

該
既

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
端

末
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
変

更
を

伴
う

も
の

に
限

る
。

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
?
青

少
年

 
1
8
歳

未
満

の
者

（
婚

姻
に

よ
り

成
年

に
達

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

者
を

除
く

。
）

を
い

う
。

 

(
2
)
～

(
1
1
)
 
略

 

 

（
役

務
提

供
契

約
に

係
る

説
明

等
）

 

第
3
3
条

の
２

 
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
（

青
少

年
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
環

境
整

備
法

第
２

条
第

８
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
に

関
す

る
契

約
（

以
下

「
役

務
提

供
契

約
」

と
い

う
。

）
の

締
結

の
媒

介
、

取
次

ぎ
若

し
く

は
代

理
を

業
と

す
る

者
（

以
下

「
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、

役
務

提
供

契
約

（
既

に
締

結
さ

れ
て

い
る

役
務

提
供

契
約

（
以

下
「

既
契

約
」

と
い

う
。

）
の

変
更

を
内

容
と

す
る

契
約

又
は

既
契

約
の

更
新

を
内

容
と

す
る

契
約

に
あ

っ
て

は
、

当
該

既
契

約
の

相
手

方
又

は
当

該
既

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
端

末
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
変

更
を

伴
う

も
の

に
限

る
。

 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

（
文
書

学
事
課

）
 

 

 

３
 

実
施

機
関

は
、

個
人

情
報

を
収

集
す
る

と
き

は
、

本
人

か
ら

収
集
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
（

特
定

個
人

情
報

に
あ

っ
て
は

、
第

１

号
）

に
該
当

す
る
と

き
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

(
1
)
～
(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
国
、

独
立

行
政

法
人

等
（

個
人

情
報

保
護
法

第
２

条
第

９
項

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

に
規

定
す

る
独
立

行
政

法
人

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
他

の
地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

独
立
行

政
法

人
か

ら
収

集
す
る

場
合

で
、

事
務

の
遂

行
上
や

む
を

得
ず

、
か

つ
、

本
人
の

権
利

利
益

を
不
当

に
侵
害

す
る
お

そ
れ

が
な
い

と
き
。

 

(
8
)
・
(
9
)
 

略
 

４
 

略
 

 第
4
4
条

 
法
令

等
（

個
人

情
報

保
護

法
あ
あ

あ
あ

そ
の

他
実

施
機

関
が
定

め
る

法
令

等

を
除

く
。

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

規
定

に
よ

り
、

第
2
4
条

第
１

項
本

文

に
規

定
す

る
方
法

と
同

一
の

方
法

で
自

己
の
保

有
個

人
情

報
（

保
有

特
定
個

人
情

報

を
除

く
。

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

開
示

を
求

め
る

こ
と

が
で
き

る
場

合

に
お

け
る

当
該
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ
い

て
は

、
当

該
法

令
等

の
定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
適

用
除
外

）
 

第
5
3
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
３

章
の

規
定

は
、

個
人

情
報

保
護
法

あ
あ

あ
あ

そ
の

他
の

法
律
の

規
定

に
よ

り

個
人

情
報

保
護

法
第

５
章

第
４

節
の

規
定

が
適

用
さ

れ
な

い
個

人
情

報
に

つ
い

て

は
、

適
用
し

な
い
。

 

３
 

実
施

機
関

は
、

個
人

情
報

を
収

集
す
る

と
き

は
、

本
人

か
ら

収
集
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
（

特
定

個
人

情
報

に
あ

っ
て
は

、
第

１

号
）

に
該
当

す
る
と

き
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

(
1
)
～
(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
国
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の
保

護
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
独
立

行
政

法
人

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
他

の
地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

独
立
行

政
法

人
か

ら
収

集
す
る

場
合

で
、

事
務

の
遂

行
上
や

む
を

得
ず

、
か

つ
、

本
人
の

権
利

利
益

を
不
当

に
侵
害

す
る
お

そ
れ

が
な
い

と
き
。

 

(
8
)
・
(
9
)
 

略
 

４
 

略
 

 第
4
4
条

 
法
令

等
（

行
政

機
関

個
人

情
報
保

護
法

そ
の

他
実

施
機

関
が
定

め
る

法
令

等

を
除

く
。

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

規
定

に
よ

り
、

第
2
4
条

第
１

項
本

文

に
規

定
す

る
方
法

と
同

一
の

方
法

で
自

己
の
保

有
個

人
情

報
（

保
有

特
定
個

人
情

報

を
除

く
。

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

開
示

を
求

め
る

こ
と

が
で
き

る
場

合

に
お

け
る

当
該
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ
い

て
は

、
当

該
法

令
等

の
定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
適

用
除
外

）
 

第
5
3
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
３

章
の

規
定

は
、

行
政

機
関

個
人
情

報
保

護
法

そ
の

他
の

法
律
の

規
定

に
よ

り

同
法

第
４

章
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

が
適

用
さ

れ
な

い
個

人
情

報
に

つ
い

て

は
、

適
用
し

な
い
。
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（

健
康

長
寿

と
ち

ぎ
づ

く
り

推
進

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

健
康

長
寿

と
ち

ぎ
づ

く
り

推
進

条
例

（
平

成
2
5
年

栃
木

県
条

例
第

7
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

締
結

又
は

そ
の

媒
介

、
取

次
ぎ

若
し

く
は

代
理

を
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

役
務

提
供

契
約

の
当

事
者

又
は

当
該

役
務

提
供

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

の
使

用
者

が
青

少
年

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
青

少
年

の
保

護
者

に
対

し
、

書
面

（
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で

あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

よ
り

、
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
青

少
年

が
青

少
年

有
害

情
報

を
閲

覧
し

、
又

は
視

聴
す

る
機

会
が

生
ず

る
こ

と
そ

の
他

知
事

が
規

則
で

定
め

る
事

項
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

５
 

略
 

 

（
児

童
ポ

ル
ノ

等
の

提
供

の
求

め
の

禁
止

）
 

第
4
2
条

の
２

 
何

人
も

、
青

少
年

に
対

し
、

当
該

青
少

年
に

係
る

児
童

ポ
ル

ノ
等

（
児

童
買

春
、

児
童

ポ
ル

ノ
に

係
る

行
為

等
の

規
制

及
び

処
罰

並
び

に
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

法
律

第
5
2
号

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

児
童

ポ
ル

ノ

及
び

同
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
児

童
の

姿
態

を
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
描

写
し

た
情

報
を

記
録

し
た

電
磁

的
記

録
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

そ
の

他
の

記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
を

求
め

て
は

な
ら

な

い
。

 

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

締
結

又
は

そ
の

媒
介

、
取

次
ぎ

若
し

く
は

代
理

を
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

役
務

提
供

契
約

の
当

事
者

又
は

当
該

役
務

提
供

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

の
使

用
者

が
青

少
年

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
青

少
年

の
保

護
者

に
対

し
、

書
面

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

よ
り

、
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
青

少
年

が
青

少
年

有
害

情
報

を
閲

覧
し

、
又

は
視

聴
す

る
機

会
が

生
ず

る
こ

と
そ

の
他

知
事

が
規

則
で

定
め

る
事

項
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

５
 

略
 

 

（
児

童
ポ

ル
ノ

等
の

提
供

の
求

め
の

禁
止

）
 

第
4
2
条

の
２

 
何

人
も

、
青

少
年

に
対

し
、

当
該

青
少

年
に

係
る

児
童

ポ
ル

ノ
等

（
児

童
買

春
、

児
童

ポ
ル

ノ
に

係
る

行
為

等
の

規
制

及
び

処
罰

並
び

に
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

法
律

第
5
2
号

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

児
童

ポ
ル

ノ

及
び

同
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
児

童
の

姿
態

を
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
描

写
し

た
情

報
を

記
録

し
た

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で

あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
）

そ
の

他
の

記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
を

求
め

て
は

な
ら

な

い
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
受

動
喫

煙
の

防
止

等
）

 

第
1
4
条

 
略

 

２
 

県
は

、
市

町
村

、
健

康
づ

く
り

関
係

者
及

び
事

業
者

と
連

携
し

、
受

動
喫

煙
が

2
0

歳
未

満
の

者
、

妊
婦

等
の

健
康

に
及

ぼ
す

悪
影

響
を

防
止

す
る

た
め

の
取

組
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
、

普
及

啓
発

等
必

要
な

施
策

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

略
 

（
受

動
喫

煙
の

防
止

等
）

 

第
1
4
条

 
略

 

２
 

県
は

、
市

町
村

、
健

康
づ

く
り

関
係

者
及

び
事

業
者

と
連

携
し

、
受

動
喫

煙
が

未

成
年

者
 

 
、

妊
婦

等
の

健
康

に
及

ぼ
す

悪
影

響
を

防
止

す
る

た
め

の
取

組
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
、

普
及

啓
発

等
必

要
な

施
策

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

略
 

          
栃

木
県

条
例

第
1
1
号

 

 
 

 
 

栃
木

県
青

少
年

健
全

育
成

条
例

及
び

健
康

長
寿

と
ち

ぎ
づ

く
り

推
進

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

 
（

栃
木

県
青

少
年

健
全

育
成

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

栃
木

県
青

少
年

健
全

育
成

条
例

（
平

成
1
8
年

栃
木

県
条

例
第

4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
?
青

少
年

 
1
8
歳

未
満

の
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

を
い

う
。

 

(
2
)
～

(
1
1
)
 
略

 

 （
役

務
提

供
契

約
に

係
る

説
明

等
）

 

第
3
3
条

の
２

 
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
（

青
少

年
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
環

境
整

備
法

第
２

条
第

８
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
に

関
す

る
契

約
（

以
下

「
役

務
提

供
契

約
」

と
い

う
。

）
の

締
結

の
媒

介
、

取
次

ぎ
若

し
く

は
代

理
を

業
と

す
る

者
（

以
下

「
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、

役
務

提
供

契
約

（
既

に
締

結
さ

れ
て

い
る

役
務

提
供

契
約

（
以

下
「

既
契

約
」

と
い

う
。

）
の

変
更

を
内

容
と

す
る

契
約

又
は

既
契

約
の

更
新

を
内

容
と

す
る

契
約

に
あ

っ
て

は
、

当
該

既
契

約
の

相
手

方
又

は
当

該
既

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
端

末
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
変

更
を

伴
う

も
の

に
限

る
。

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
?
青

少
年

 
1
8
歳

未
満

の
者

（
婚

姻
に

よ
り

成
年

に
達

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

者
を

除
く

。
）

を
い

う
。

 

(
2
)
～

(
1
1
)
 
略

 

 

（
役

務
提

供
契

約
に

係
る

説
明

等
）

 

第
3
3
条

の
２

 
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
（

青
少

年
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
環

境
整

備
法

第
２

条
第

８
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
に

関
す

る
契

約
（

以
下

「
役

務
提

供
契

約
」

と
い

う
。

）
の

締
結

の
媒

介
、

取
次

ぎ
若

し
く

は
代

理
を

業
と

す
る

者
（

以
下

「
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

提
供

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、

役
務

提
供

契
約

（
既

に
締

結
さ

れ
て

い
る

役
務

提
供

契
約

（
以

下
「

既
契

約
」

と
い

う
。

）
の

変
更

を
内

容
と

す
る

契
約

又
は

既
契

約
の

更
新

を
内

容
と

す
る

契
約

に
あ

っ
て

は
、

当
該

既
契

約
の

相
手

方
又

は
当

該
既

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

（
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
携

帯
電

話
端

末
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
変

更
を

伴
う

も
の

に
限

る
。
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附
 

則
 

（
施

行
期
日

）
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
経

過
措
置

）
 

２
 

民
法
の

一
部
を

改
正
す

る
法

律
（
平

成
3
0
年

法
律
第

5
9
号

。
以

下
「
改

正
法
」

と
い

う
。

）
附
則

第
２
条

第
３
項

の
規

定
に
よ

り
成
年

に
達
し

た
も

の
と
み

な
さ
れ

る
者
に

 
 

関
す

る
第
１

条
の
規

定
に
よ

る
改

正
後
の

栃
木
県

青
少
年

健
全

育
成
条

例
（
以

下
「
新

条
例

」
と
い

う
。
）

の
規
定

の
適

用
に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

３
 

改
正

法
附

則
第

３
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
こ

と
と

さ
れ

る
改

正
法

に
よ

る
改

正
前

の
民

法
（

明
治

2
9
年

法
律

第
8
9
号

）
第

7
5
3
条

の
規

定
に

よ
 

 

り
成

年
に
達

し
た
も

の
と
み

な
さ

れ
る
者

に
関
す

る
新
条

例
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、

な
お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

４
 

こ
の
条

例
の
施

行
前
に

し
た

行
為
及

び
前
２

項
の
規

定
に

よ
り
な

お
従
前

の
例
に

よ
る

こ
と
と

さ
れ
る

場
合
に

お
け

る
こ
の

条
例
の

施
行
後

に
し

た
行
為

に
対
す

る
罰
則

の
 

 

適
用

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
（

人
権

・
青
少

年
男
女

参
画
課

）
 

 

 

 

 

 
（

健
康

長
寿

と
ち

ぎ
づ

く
り

推
進

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

健
康

長
寿

と
ち

ぎ
づ

く
り

推
進

条
例

（
平

成
2
5
年

栃
木

県
条

例
第

7
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

締
結

又
は

そ
の

媒
介

、
取

次
ぎ

若
し

く
は

代
理

を
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

役
務

提
供

契
約

の
当

事
者

又
は

当
該

役
務

提
供

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

の
使

用
者

が
青

少
年

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
青

少
年

の
保

護
者

に
対

し
、

書
面

（
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で

あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

よ
り

、
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
青

少
年

が
青

少
年

有
害

情
報

を
閲

覧
し

、
又

は
視

聴
す

る
機

会
が

生
ず

る
こ

と
そ

の
他

知
事

が
規

則
で

定
め

る
事

項
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

５
 

略
 

 

（
児

童
ポ

ル
ノ

等
の

提
供

の
求

め
の

禁
止

）
 

第
4
2
条

の
２

 
何

人
も

、
青

少
年

に
対

し
、

当
該

青
少

年
に

係
る

児
童

ポ
ル

ノ
等

（
児

童
買

春
、

児
童

ポ
ル

ノ
に

係
る

行
為

等
の

規
制

及
び

処
罰

並
び

に
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

法
律

第
5
2
号

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

児
童

ポ
ル

ノ

及
び

同
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
児

童
の

姿
態

を
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
描

写
し

た
情

報
を

記
録

し
た

電
磁

的
記

録
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

そ
の

他
の

記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
を

求
め

て
は

な
ら

な

い
。

 

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

締
結

又
は

そ
の

媒
介

、
取

次
ぎ

若
し

く
は

代
理

を
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

役
務

提
供

契
約

の
当

事
者

又
は

当
該

役
務

提
供

契
約

に
係

る
携

帯
電

話
端

末
等

の
使

用
者

が
青

少
年

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
青

少
年

の
保

護
者

に
対

し
、

書
面

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

よ
り

、
携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
青

少
年

が
青

少
年

有
害

情
報

を
閲

覧
し

、
又

は
視

聴
す

る
機

会
が

生
ず

る
こ

と
そ

の
他

知
事

が
規

則
で

定
め

る
事

項
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

５
 

略
 

 

（
児

童
ポ

ル
ノ

等
の

提
供

の
求

め
の

禁
止

）
 

第
4
2
条

の
２

 
何

人
も

、
青

少
年

に
対

し
、

当
該

青
少

年
に

係
る

児
童

ポ
ル

ノ
等

（
児

童
買

春
、

児
童

ポ
ル

ノ
に

係
る

行
為

等
の

規
制

及
び

処
罰

並
び

に
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

法
律

第
5
2
号

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

児
童

ポ
ル

ノ

及
び

同
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
児

童
の

姿
態

を
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
描

写
し

た
情

報
を

記
録

し
た

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で

あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
）

そ
の

他
の

記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
を

求
め

て
は

な
ら

な

い
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
受

動
喫

煙
の

防
止

等
）

 

第
1
4
条

 
略

 

２
 

県
は

、
市

町
村

、
健

康
づ

く
り

関
係

者
及

び
事

業
者

と
連

携
し

、
受

動
喫

煙
が

2
0

歳
未

満
の

者
、

妊
婦

等
の

健
康

に
及

ぼ
す

悪
影

響
を

防
止

す
る

た
め

の
取

組
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
、

普
及

啓
発

等
必

要
な

施
策

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

略
 

（
受

動
喫

煙
の

防
止

等
）

 

第
1
4
条

 
略

 

２
 

県
は

、
市

町
村

、
健

康
づ

く
り

関
係

者
及

び
事

業
者

と
連

携
し

、
受

動
喫

煙
が

未

成
年

者
 

 
、

妊
婦

等
の

健
康

に
及

ぼ
す

悪
影

響
を

防
止

す
る

た
め

の
取

組
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
、

普
及

啓
発

等
必

要
な

施
策

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

略
 

        
 

  
栃
木
県
条
例
第
1
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
民
生
委
員
定
数
条
例
（
平
成
2
6
年
栃
木
県
条
例
第

5
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

民
生
委
員
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
9
8
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
生

委
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

足
利
市

 
3
4
7
人

 

栃
木
市

 
3
9
3
人

 

略
 

鹿
沼
市

 
2
1
3
人

 

略
 

小
山
市

 
3
0
4
人

 

真
岡
市

 
1
5
6
人

 

略
 

さ
く
ら
市

 
8
3
人

 

略
 

芳
賀
郡
芳
賀
町

 
3
7
人

 

下
都
賀
郡
壬
生
町

 
8
5
人

 

略
 

 
 

民
生
委
員
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
9
8
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
生

委
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

足
利
市

 
3
3
1
人

 

栃
木
市

 
3
9
4
人

 

略
 

鹿
沼
市

 
2
1
0
人

 

略
 

小
山
市

 
2
9
8
人

 

真
岡
市

 
1
5
4
人

 

略
 

さ
く
ら
市

 
8
0
人

 

略
 

芳
賀
郡
芳
賀
町

 
3
6
人

 

下
都
賀
郡
壬
生
町

 
8
3
人

 

略
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
1
2
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
保
健
福
祉
課
）
 

 

 

 

        
 

  
栃
木
県
条
例
第
1
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
民
生
委
員
定
数
条
例
（
平
成
2
6
年
栃
木
県
条
例
第

5
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

民
生
委
員
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
9
8
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
生

委
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

足
利
市

 
3
4
7
人

 

栃
木
市

 
3
9
3
人

 

略
 

鹿
沼
市

 
2
1
3
人

 

略
 

小
山
市

 
3
0
4
人

 

真
岡
市

 
1
5
6
人

 

略
 

さ
く
ら
市

 
8
3
人

 

略
 

芳
賀
郡
芳
賀
町

 
3
7
人

 

下
都
賀
郡
壬
生
町

 
8
5
人

 

略
 

 
 

民
生
委
員
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
9
8
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
生

委
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

足
利
市

 
3
3
1
人

 

栃
木
市

 
3
9
4
人

 

略
 

鹿
沼
市

 
2
1
0
人

 

略
 

小
山
市

 
2
9
8
人

 

真
岡
市

 
1
5
4
人

 

略
 

さ
く
ら
市

 
8
0
人

 

略
 

芳
賀
郡
芳
賀
町

 
3
6
人

 

下
都
賀
郡
壬
生
町

 
8
3
人

 

略
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
1
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
2
8
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
国
保
医
療
課
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

 
（
処
分
）

 

第
６
条

 
基
金
は
、
法
第
8
1
条
の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
財
源
に
充
て
る
場

合
並
び
に
同
条
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
に
繰

り
入
れ
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

  
 

 
附
 
則

 

１
 
略

 

２
 
基
金
は
、
平
成

3
0
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
、
第
６
条
に

規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
法
附
則
第
2
5
条
に
規
定
す
る
資
金
の
財
源
に
充
て
る
場
合

に
は
、
そ
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
処
分
）

 

第
６
条

 
基
金
は
、
法
第
8
1
条
の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
財
源
に
充
て
る
場

合
及
び
同
条
第
２
項

 
 

 
 

 
 
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
に
繰

り
入
れ
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

  
 

 
附
 
則

 

１
 
略

 

２
 
基
金
は
、
平
成

3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

3
6
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
、
第
６
条
に

規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
法
附
則
第
2
5
条
に
規
定
す
る
資
金
の
財
源
に
充
て
る
場
合

に
は
、
そ
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

         
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
1
4
号

 

 
 

 
 
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
5
年
栃
木
県
条
例
第
4
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
指
定
区
域
）

 

第
２
条

 
法
第

3
4
条
第

1
1
号
の
条
例
で
指
定
す
る
土
地
の
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
土
地
の
区

域
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
令
第

2
9
条
の
９
各
号
に
掲
げ
る
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

２
～
７

 
略

 

（
指
定
区
域
）

 

第
２
条

 
法
第

3
4
条
第

1
1
号
の
条
例
で
指
定
す
る
土
地
の
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
土
地
の
区

域
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
令
第
８
条
第
１
項
第
２
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
土

地
の
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

２
～
７

 
略
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栃
木
県
条
例
第
1
5
号

 

 
 

 
 
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和

3
2
年
栃
木
県
条
例
第
2
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
定
数
）

 

第
３
条

 
学
校
職
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(
1
)
 
県
立
学
校
職
員

 
 

 
 

a
4
,
8
3
3
人

 

 
(
2
)
 
市
町
村
立
学
校
職
員

 
 

1
1
,
4
5
1
人

 

 
 

 
 
計

 
 
 

 
 
 

 
 

1
6
,
2
8
4
人

 

２
・
３

 
略

 

（
定
数
）

 

第
３
条

 
学
校
職
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(
1
)
 
県
立
学
校
職
員

 
 

 
 

 
4
,
8
6
9
人

 

 
(
2
)
 
市
町
村
立
学
校
職
員

 
 

1
1
,
5
5
5
人

 

 
 

 
 
計

 
 
 

 
 
 

 
 

1
6
,
4
2
4
人

 

２
・
３

 
略

 

 

         
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
1
4
号

 

 
 

 
 
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
5
年
栃
木
県
条
例
第
4
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
指
定
区
域
）

 

第
２
条

 
法
第

3
4
条
第

1
1
号
の
条
例
で
指
定
す
る
土
地
の
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
土
地
の
区

域
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
令
第

2
9
条
の
９
各
号
に
掲
げ
る
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

２
～
７

 
略

 

（
指
定
区
域
）

 

第
２
条

 
法
第

3
4
条
第

1
1
号
の
条
例
で
指
定
す
る
土
地
の
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
土
地
の
区

域
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
令
第
８
条
第
１
項
第
２
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
土

地
の
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

２
～
７

 
略

 

 

         
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第
1
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和

3
2
年
栃
木
県
条
例
第

3
4
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
別
表
第
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

別
表
第
３
（
第
９
条
の
２
、
第
９
条
の
３
関
係
）

 

区
分

 
学
 

 
 
 
校

 
 

 
 
名

 

小
 

 
 
 
学

 
 

 
 
校

 
中
 

 
 
 
学

 
 

 
 
校

 

へ
き
地
学
校
等

 
へ
き
地
学
校
に

 

準
ず
る
学
校

 

日
光
市
立
中
宮
祠
小
学
校

 

茂
木
町
立
逆
川
小
学
校

 

日
光
市
立
中
宮
祠
中
学
校

 

１
級

 
日
光
市
立
小
来
川
小
学
校

 

日
光
市
立
三
依
小
学
校

 

日
光
市
立
足
尾
小
学
校

 

那
珂
川
町
立
馬
頭
東
小
学
校

 

大
田
原
市
立
須
賀
川
小
学
校

 

佐
野
市
立
氷
室
小
学
校

 

日
光
市
立
小
来
川
中
学
校

 

日
光
市
立
三
依
中
学
校

 

日
光
市
立
足
尾
中
学
校

 

２
級

 
日
光
市
立
栗
山
小
学
校

 

日
光
市
立
湯
西
川
小
学
校

 

日
光
市
立
栗
山
中
学
校

 

日
光
市
立
湯
西
川
中
学
校

 

特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校

 
 

 

附
 
則

 

 
 
（
施
行
期
日
）

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
（
経
過
措
置
）

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
職
員
で
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
栃
木
県
公
立
学
校

 

職
員
給
与
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
の
前
日
に
お
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け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
新
条
例
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け

 

な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤
務
し
て
い
た
学
校
に
引
き
続
き
勤
務
す
る

 

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
に
係
る
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
が
当
該
職
員
に
係
る
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
新
条
例
の
規
定
に

 

よ
る
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
）
、
当
該
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
へ
き
地
手
当
を
支
給
す
る
。

 

 
３

 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
３
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
学
校
の
う
ち
、
新
条
例
別
表
第
３
に
掲
げ
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の

 

は
、
施
行
日
の
前
日
に
当
該
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
学
校
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
に

 

つ
い
て
は
、
新
条
例
第
９
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当

 

の
月
額
の
算
定
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
職
員
の
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
（
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課
）
 

 

  

 

         
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第
1
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和

3
2
年
栃
木
県
条
例
第

3
4
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
別
表
第
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

別
表
第
３
（
第
９
条
の
２
、
第
９
条
の
３
関
係
）

 

区
分

 
学
 

 
 
 
校

 
 

 
 
名

 

小
 

 
 
 
学

 
 

 
 
校

 
中
 

 
 
 
学

 
 

 
 
校

 

へ
き
地
学
校
等

 
へ
き
地
学
校
に

 

準
ず
る
学
校

 

日
光
市
立
中
宮
祠
小
学
校

 

茂
木
町
立
逆
川
小
学
校

 

日
光
市
立
中
宮
祠
中
学
校

 

１
級

 
日
光
市
立
小
来
川
小
学
校

 

日
光
市
立
三
依
小
学
校

 

日
光
市
立
足
尾
小
学
校

 

那
珂
川
町
立
馬
頭
東
小
学
校

 

大
田
原
市
立
須
賀
川
小
学
校

 

佐
野
市
立
氷
室
小
学
校

 

日
光
市
立
小
来
川
中
学
校

 

日
光
市
立
三
依
中
学
校

 

日
光
市
立
足
尾
中
学
校

 

２
級

 
日
光
市
立
栗
山
小
学
校

 

日
光
市
立
湯
西
川
小
学
校

 

日
光
市
立
栗
山
中
学
校

 

日
光
市
立
湯
西
川
中
学
校

 

特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校

 
 

 

附
 
則

 

 
 
（
施
行
期
日
）

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
（
経
過
措
置
）

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
職
員
で
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
栃
木
県
公
立
学
校

 

職
員
給
与
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
の
前
日
に
お

 

         
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
1
7
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木

県
体
育

施
設
設

置
、
管

理
及

び
使
用

料
条
例

（
平
成

５
年

栃
木
県

条
例
第

４
号
）

の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

別
表

８
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
東

エ
リ
ア

使
用
料

の
部
(
1
)
運
動

施
設
の

款
ア
普

通
利
用

の
場

合
の
項

(
ｳ
)
屋

内
水

泳
場

の
表

を
次
の

よ
う
に

改
め
る

。
 

 
 

 
(
ｳ
)
ｳ
屋

内
水

泳
場

 

利
用

時
間

 

利
用

者
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で
 

２
時

間
ま

で
の

場
合

 
２

時
間

を
超

え
る

場
合

 

高
校

生
等

以
下

（
１

人
１

回
に

つ
き

）
 

2
8
0
円

 
3
5
0
円

 

そ
の

他
の

者
（

１
人

１
回

に
つ

き
）

 
5
5
0
円

 
7
0
0
円

 

附
 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（
教

育
委
員

会
事

務
局
ス

ポ
ー
ツ

振
興
課

）
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栃

木
県
条

例
第
1
8
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
警

察
関
係

手
数

料
条
例

の
一
部

を
改
正

す
る

条
例

 

栃
木

県
警
察

関
係
手

数
料
条

例
（

平
成
1
2
年

栃
木

県
条
例

第
1
2
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
銃

砲
刀
剣

類
所
持

等
取
締

法
に

関
す
る

手
数
料

）
 

第
７

条
 

県
は

、
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取
締

法
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
の

規
定
に

基
づ

く
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
定

め
る

額
の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
・

２
 
略

 

３
 

法
第

７
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

許
可

証
の

書
換

え
 

1
,
6
0
0
円

 

４
～

1
4
 
略

 

  
（

道
路
交

通
法
に

関
す
る

手
数

料
）

 

第
８

条
 

県
は

、
道

路
交

通
法

（
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
「

法
」

と
い
う

。
）

の
規

定

に
基

づ
く

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
事

務
に
つ

い
て

、
１

件
に

つ
き

（
特
別

の
計

算

単
位

の
あ

る
も
の

に
つ

い
て

は
そ

の
計

算
単
位

に
つ

き
）

そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に

定
め

る
額
の

手
数
料

を
徴
収

す
る

。
 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
～

３
 
略

 

（
銃

砲
刀
剣

類
所
持

等
取
締

法
に

関
す
る

手
数
料

）
 

第
７

条
 

県
は

、
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取
締

法
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
の

規
定
に

基
づ

く
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
定

め
る

額
の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
・

２
 
略

 

３
 

法
第

７
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

許
可

証
の

書
換

え
 

1
,
8
0
0
円

 

４
～

1
4
 
略

 

  
（

道
路
交

通
法
に

関
す
る

手
数

料
）

 

第
８

条
 

県
は

、
道

路
交

通
法

（
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
「

法
」

と
い
う

。
）

の
規

定

に
基

づ
く

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
事

務
に
つ

い
て

、
１

件
に

つ
き

（
特
別

の
計

算

単
位

の
あ

る
も
の

に
つ

い
て

は
そ

の
計

算
単
位

に
つ

き
）

そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に

定
め

る
額
の

手
数
料

を
徴
収

す
る

。
 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
～

３
 
略

 

 

         
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
1
7
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木

県
体
育

施
設
設

置
、
管

理
及

び
使
用

料
条
例

（
平
成

５
年

栃
木
県

条
例
第

４
号
）

の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

別
表

８
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
東

エ
リ
ア

使
用
料

の
部
(
1
)
運
動

施
設
の

款
ア
普

通
利
用

の
場

合
の
項

(
ｳ
)
屋

内
水

泳
場

の
表

を
次
の

よ
う
に

改
め
る

。
 

 
 

 
(
ｳ
)
ｳ
屋

内
水

泳
場

 

利
用

時
間

 

利
用

者
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で
 

２
時

間
ま

で
の

場
合

 
２

時
間

を
超

え
る

場
合

 

高
校

生
等

以
下

（
１

人
１

回
に

つ
き

）
 

2
8
0
円

 
3
5
0
円

 

そ
の

他
の

者
（

１
人

１
回

に
つ

き
）

 
5
5
0
円

 
7
0
0
円

 

附
 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（
教

育
委
員

会
事

務
局
ス

ポ
ー
ツ

振
興
課

）
 

 

 

 

 

３
の

２
 

法
第

9
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

イ
に

規
定

す
る

認
知

機
能

検
査

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
認

知
機

能
検

査
」

と
い

う
。

）
に

従
事

し
よ

う

と
す

る
者
に

対
す
る

講
習

 

1
,
4
5
0
円

（
自

動
車

安
全

運
転

セ
ン

タ
ー

が
行

う
研

修
等

の
う

ち
公

安
委

員
会

が
定

め
る

も
の

を
受

け
た

者
に

対
す

る
講

習
に

あ
っ

て
は

、
1
,
2
0
0
円

）
 

３
の

３
・
３

の
４
 

略
 

４
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

講
習

の
う

ち
公
安

委
員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

の
実
施

 

1
,
3
5
0
円

以
上

6
,
4
5
0
円

以

下
の

範
囲

内
で

知
事

が
定

め
る

額
 

２
 

県
は

、
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る
者

か
ら

、
同

表
の

第
２

欄
に
掲

げ
る

手
数

料

の
種

別
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

区
分

に
応

じ
、

１
件

に
つ

き

（
特

別
の

計
算
単

位
の

あ
る

も
の

に
つ

い
て
は

そ
の

計
算

単
位

に
つ

き
）
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
第
４

欄
に
定

め
る
額

の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

申
請

者
 

手
数

料
の

 

種
 

 
別

 
区
 

 
分

 
手
数

料
の
額

 

１
～

５
の
２

 
略

 

５
の

３
 

認

知
機

能
検

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 

認
知

機
能

検

査
手

数
料

 

 
1
,
0
5
0
円

 

５
の

４
 

法

第
9
7
条

の

２
第

１
項

第
３

号
イ

の
規

定
に

よ
る

運
転

技
能

検
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

運
転

技
能

検

査
手

数
料

 

 
3
,
5
5
0
円

 

３
の

２
 

法
第

9
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

イ
に

規
定

す
る

認
知

機
能

検
査

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
認

知
機

能
検

査
」

と
い

う
。

）
に

従
事

し
よ

う

と
す

る
者
に

対
す
る

講
習

 

1
,
4
0
0
円

（
自

動
車

安
全

運
転

セ
ン

タ
ー

が
行

う
研

修
等

の
う

ち
公

安
委

員
会

が
定

め
る

も
の

を
受

け
た

者
に

対
す

る
講

習
に

あ
っ

て
は

、
1
,
2
0
0
円

）
 

３
の

３
・
３

の
４
 

略
 

４
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

講
習

の
う

ち
公
安

委
員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

の
実
施

 

1
,
3
5
0
円

以
上

7
,
9
5
0
円

以

下
の

範
囲

内
で

知
事

が
定

め
る

額
 

２
 

県
は

、
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る
者

か
ら

、
同

表
の

第
２

欄
に
掲

げ
る

手
数

料

の
種

別
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

区
分

に
応

じ
、

１
件

に
つ

き

（
特

別
の

計
算
単

位
の

あ
る

も
の

に
つ

い
て
は

そ
の

計
算

単
位

に
つ

き
）
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
第
４

欄
に
定

め
る
額

の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

申
請

者
 

手
数

料
の

 

種
 

 
別

 
区
 

 
分

 
手
数

料
の
額

 

１
～

５
の
２

 
略

 

５
の

３
 

認

知
機

能
検

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 

        

認
知

機
能

検

査
手

数
料

 

 
7
5
0
円
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者
 

６
 

法
第

9
1

条
又

は
第

9
1
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
自

動
車

等
の

種
類

を
限

定
さ

れ
た

者
で

、
そ

の
限

定
の

全
部

又
は

一
部

の
解

除
を

受
け

る
た

め
、

公
安

委
員

会
の

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

 

略
 

７
～

1
1
 

略
 

1
2
 

法
第

1
0
8

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

講
習

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
 

講
習

手
数

料
 

(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

(
1
2
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
2
号

に
掲

げ
る

講
習

 

法
第

7
1
条

の

５
第

３
項

に

規
定

す
る

普

通
自

動
車

対

応
免

許
（

以

下
こ

の
条

に

お
い

て
「

普

6
,
4
5
0
円

 

 ６
 

法
第

9
1

条
又

は
9
1

条
の

２
第

１
項

 
の

規
定

に
よ

り
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
自

動
車

等
の

種
類

を
限

定
さ

れ
た

者
で

、
そ

の
限

定
の

全
部

又
は

一
部

の
解

除
を

受
け

る
た

め
、

公
安

委
員

会
の

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

 

略
 

７
～

1
1
 

略
 

1
2
 

法
第

1
0
8

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

講
習

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
 

講
習

手
数

料
 

(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

(
1
2
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
2
号

に
掲

げ
る

講
習

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

5
,
1
0
0
円

 

 

３
の

２
 

法
第

9
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

イ
に

規
定

す
る

認
知

機
能

検
査

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
認

知
機

能
検

査
」

と
い

う
。

）
に

従
事

し
よ

う

と
す

る
者
に

対
す
る

講
習

 

1
,
4
5
0
円

（
自

動
車

安
全

運
転

セ
ン

タ
ー

が
行

う
研

修
等

の
う

ち
公

安
委

員
会

が
定

め
る

も
の

を
受

け
た

者
に

対
す

る
講

習
に

あ
っ

て
は

、
1
,
2
0
0
円

）
 

３
の

３
・
３

の
４
 

略
 

４
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

講
習

の
う

ち
公
安

委
員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

の
実
施

 

1
,
3
5
0
円

以
上

6
,
4
5
0
円

以

下
の

範
囲

内
で

知
事

が
定

め
る

額
 

２
 

県
は

、
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る
者

か
ら

、
同

表
の

第
２

欄
に
掲

げ
る

手
数

料

の
種

別
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

区
分

に
応

じ
、

１
件

に
つ

き

（
特

別
の

計
算
単

位
の

あ
る

も
の

に
つ

い
て
は

そ
の

計
算

単
位

に
つ

き
）
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
第
４

欄
に
定

め
る
額

の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

申
請

者
 

手
数

料
の

 

種
 

 
別

 
区
 

 
分

 
手
数

料
の
額

 

１
～

５
の
２

 
略

 

５
の

３
 

認

知
機

能
検

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 

認
知

機
能

検

査
手

数
料

 

 
1
,
0
5
0
円

 

５
の

４
 

法

第
9
7
条

の

２
第

１
項

第
３

号
イ

の
規

定
に

よ
る

運
転

技
能

検
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

運
転

技
能

検

査
手

数
料

 

 
3
,
5
5
0
円

 

３
の

２
 

法
第

9
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

イ
に

規
定

す
る

認
知

機
能

検
査

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
認

知
機

能
検

査
」

と
い

う
。

）
に

従
事

し
よ

う

と
す

る
者
に

対
す
る

講
習

 

1
,
4
0
0
円

（
自

動
車

安
全

運
転

セ
ン

タ
ー

が
行

う
研

修
等

の
う

ち
公

安
委

員
会

が
定

め
る

も
の

を
受

け
た

者
に

対
す

る
講

習
に

あ
っ

て
は

、
1
,
2
0
0
円

）
 

３
の

３
・
３

の
４
 

略
 

４
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

講
習

の
う

ち
公
安

委
員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

の
実
施

 

1
,
3
5
0
円

以
上

7
,
9
5
0
円

以

下
の

範
囲

内
で

知
事

が
定

め
る

額
 

２
 

県
は

、
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る
者

か
ら

、
同

表
の

第
２

欄
に
掲

げ
る

手
数

料

の
種

別
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

区
分

に
応

じ
、

１
件

に
つ

き

（
特

別
の

計
算
単

位
の

あ
る

も
の

に
つ

い
て
は

そ
の

計
算

単
位

に
つ

き
）
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
第
４

欄
に
定

め
る
額

の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

申
請

者
 

手
数

料
の

 

種
 

 
別

 
区
 

 
分

 
手
数

料
の
額

 

１
～

５
の
２

 
略

 

５
の

３
 

認

知
機

能
検

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 

        

認
知

機
能

検

査
手

数
料

 

 
7
5
0
円
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通
自

動
車

対

応
免

許
」

と

い
う

。
）

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

及
び

ハ
に

掲

げ
る

者
並

び

に
法

第
1
0
1
条

の
４

第
３

項

の
規

定
の

適

用
を

受
け

る

者
を

除

く
。

）
に

対

す
る

講
習

 

普
通

自
動

車

対
応

免
許

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

若
し

く
は

ハ

に
掲

げ
る

者

又
は

法
第

1
0
1

条
の

４
第

３

項
の

規
定

の

適
用

を
受

け

る
者

に
限

る
。

）
又

は

第
一

種
運

転

免
許

若
し

く

は
第

二
種

運

2
,
9
0
0
円

         

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ
、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

又
は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

を

除
く

。
）

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

又
は

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

に

限
る

。
）

 

5
,
1
0
0
円

（
当

該
認

知
機

能

検
査

の
結

果

が
道

路
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

。
以

下

こ
の

条
に

お

い
て

「
府

令
」

と
い

う
。

）
第

3
9

条
の

基
準

に

該
当

す
る

も

の
に

あ
っ

て

は
、

7
,
9
5
0

円
）

 

 

通
自

動
車

対

応
免

許
」

と

い
う

。
）

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

及
び

ハ
に

掲

げ
る

者
並

び

に
法

第
1
0
1
条

の
４

第
３

項

の
規

定
の

適

用
を

受
け

る

者
を

除

く
。

）
に

対

す
る

講
習

 

普
通

自
動

車

対
応

免
許

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

若
し

く
は

ハ

に
掲

げ
る

者

又
は

法
第

1
0
1

条
の

４
第

３

項
の

規
定

の

適
用

を
受

け

る
者

に
限

る
。

）
又

は

第
一

種
運

転

免
許

若
し

く

は
第

二
種

運

2
,
9
0
0
円

         

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ
、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

又
は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

を

除
く

。
）

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

又
は

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

に

限
る

。
）

 

5
,
1
0
0
円

（
当

該
認

知
機

能

検
査

の
結

果

が
道

路
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

。
以

下

こ
の

条
に

お

い
て

「
府

令
」

と
い

う
。

）
第

3
9

条
の

基
準

に

該
当

す
る

も

の
に

あ
っ

て

は
、

7
,
9
5
0

円
）

 

 

通
自

動
車

対

応
免

許
」

と

い
う

。
）

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

及
び

ハ
に

掲

げ
る

者
並

び

に
法

第
1
0
1
条

の
４

第
３

項

の
規

定
の

適

用
を

受
け

る

者
を

除

く
。

）
に

対

す
る

講
習

 

普
通

自
動

車

対
応

免
許

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

若
し

く
は

ハ

に
掲

げ
る

者

又
は

法
第

1
0
1

条
の

４
第

３

項
の

規
定

の

適
用

を
受

け

る
者

に
限

る
。

）
又

は

第
一

種
運

転

免
許

若
し

く

は
第

二
種

運

2
,
9
0
0
円

         

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ
、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

又
は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

を

除
く

。
）

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

又
は

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

に

限
る

。
）

 

5
,
1
0
0
円

（
当

該
認

知
機

能

検
査

の
結

果

が
道

路
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

。
以

下

こ
の

条
に

お

い
て

「
府

令
」

と
い

う
。

）
第

3
9

条
の

基
準

に

該
当

す
る

も

の
に

あ
っ

て

は
、

7
,
9
5
0

円
）

 

 

者
 

６
 

法
第

9
1

条
又

は
第

9
1
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
自

動
車

等
の

種
類

を
限

定
さ

れ
た

者
で

、
そ

の
限

定
の

全
部

又
は

一
部

の
解

除
を

受
け

る
た

め
、

公
安

委
員

会
の

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

 

略
 

７
～

1
1
 

略
 

1
2
 

法
第

1
0
8

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

講
習

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
 

講
習

手
数

料
 

(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

(
1
2
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
2
号

に
掲

げ
る

講
習

 

法
第

7
1
条

の

５
第

３
項

に

規
定

す
る

普

通
自

動
車

対

応
免

許
（

以

下
こ

の
条

に

お
い

て
「

普

6
,
4
5
0
円

 

 ６
 

法
第

9
1

条
又

は
9
1

条
の

２
第

１
項

 
の

規
定

に
よ

り
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
自

動
車

等
の

種
類

を
限

定
さ

れ
た

者
で

、
そ

の
限

定
の

全
部

又
は

一
部

の
解

除
を

受
け

る
た

め
、

公
安

委
員

会
の

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

 

略
 

７
～

1
1
 

略
 

1
2
 

法
第

1
0
8

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

講
習

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
 

講
習

手
数

料
 

(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

(
1
2
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
2
号

に
掲

げ
る

講
習

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

5
,
1
0
0
円
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転
免

許
で

あ
っ

て
普

通

自
動

車
対

応

免
許

以
外

の

も
の

の
み

を

受
け

て
い

る

者
に

対
す

る

講
習

 

                 

 

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

1
0
1

条
の

７
第

４

項
の

規
定

に

よ
り

認
知

機

能
検

査
の

結

果
に

基
づ

い

て
行

う
も

の

に
限

る
。

）
 

5
,
8
0
0
円

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項

第
３

号
イ

、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項
又

は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項
の

規

定
に

よ
り

認

知
機

能
検

査

の
結

果
に

基

づ
い

て
行

う

も
の

を
除

2
,
2
5
0
円

 

通
自

動
車

対

応
免

許
」

と

い
う

。
）

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

及
び

ハ
に

掲

げ
る

者
並

び

に
法

第
1
0
1
条

の
４

第
３

項

の
規

定
の

適

用
を

受
け

る

者
を

除

く
。

）
に

対

す
る

講
習

 

普
通

自
動

車

対
応

免
許

を

受
け

て
い

る

者
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

若
し

く
は

ハ

に
掲

げ
る

者

又
は

法
第

1
0
1

条
の

４
第

３

項
の

規
定

の

適
用

を
受

け

る
者

に
限

る
。

）
又

は

第
一

種
運

転

免
許

若
し

く

は
第

二
種

運

2
,
9
0
0
円

         

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ
、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

又
は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

を

除
く

。
）

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

9
7

条
の

２
第

１

項
第

３
号

イ

又
は

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

に

限
る

。
）

 

5
,
1
0
0
円

（
当

該
認

知
機

能

検
査

の
結

果

が
道

路
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

。
以

下

こ
の

条
に

お

い
て

「
府

令
」

と
い

う
。

）
第

3
9

条
の

基
準

に

該
当

す
る

も

の
に

あ
っ

て

は
、

7
,
9
5
0

円
）

 

 

転
免

許
で

あ
っ

て
普

通

自
動

車
対

応

免
許

以
外

の

も
の

の
み

を

受
け

て
い

る

者
に

対
す

る

講
習

 

                 

 

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

1
0
1

条
の

７
第

４

項
の

規
定

に

よ
り

認
知

機

能
検

査
の

結

果
に

基
づ

い

て
行

う
も

の

に
限

る
。

）
 

5
,
8
0
0
円

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項

第
３

号
イ

、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項
又

は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項
の

規

定
に

よ
り

認

知
機

能
検

査

の
結

果
に

基

づ
い

て
行

う

も
の

を
除

2
,
2
5
0
円
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(
1
3
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
3
号

に
掲

げ
る

講
習

あ

1
2
,
5
0
0

円

（
当

該
講

習

く
。

）
 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項

第
３

号
イ

又

は
第

1
0
1
条

の

４
第

２
項

の

規
定

に
よ

り

認
知

機
能

検

査
の

結
果

に

基
づ

い
て

行

う
も

の
に

限

る
。

）
 

2
,
2
5
0
円

（
当

該
認

知
機

能

検
査

の
結

果

が
府

令
第

3
9

条
の

基
準

に

該
当

す
る

も

の
に

あ
っ

て

は
、

4
,
4
5
0

円
）

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

に

限
る

。
）

 

2
,
3
5
0
円

 

(
1
3
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
3
号

に
掲

げ
る

講
習

 

1
2
,
5
0
0

円

（
当

該
講

習

 

 

転
免

許
で

あ
っ

て
普

通

自
動

車
対

応

免
許

以
外

の

も
の

の
み

を

受
け

て
い

る

者
に

対
す

る

講
習

 

                 

 

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

以

外
の

第
一

種

運
転

免
許

又

は
第

二
種

運

転
免

許
を

受

け
て

い
る

者

に
対

す
る

講

習
（

法
第

1
0
1

条
の

７
第

４

項
の

規
定

に

よ
り

認
知

機

能
検

査
の

結

果
に

基
づ

い

て
行

う
も

の

に
限

る
。
）

 

5
,
8
0
0
円

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項

第
３

号
イ

、

第
1
0
1
条

の
４

第
２

項
又

は

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項
の

規

定
に

よ
り

認

知
機

能
検

査

の
結

果
に

基

づ
い

て
行

う

も
の

を
除

2
,
2
5
0
円
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附
 

則
 

 
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

５
月

1
3
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

７
条

の
改

正
規

定
は

、
同

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
警

察
本

部
運

転
免

許
管

理
課

）
 

 

 

あ
 

が
道

路
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

）
第

3
8

条
第

1
3
項

第

２
号

の
表

第

１
号

に
掲

げ

る
講

習
の

方

法
に

係
る

も

の
で

あ
る

場

合
に

あ
っ

て

は
、

9
,
0
5
0

円
）

 

(
1
4
)
 

若
年

運
転

者
講

習
 

  

講
習

１
時

間

に
つ

い
て

2
,
2
5
0
円

 

(
1
5
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
5
号

に
掲

げ
る

講
習

 

略
 

1
3
 

略
 

備
考

 
略

 

３
～

６
 

略
 

が
府

令
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

）
第

3
8

条
第

1
3
項

第

２
号

の
表

第

１
号

に
掲

げ

る
講

習
の

方

法
に

係
る

も

の
で

あ
る

場

合
に

あ
っ

て

は
、

9
,
0
5
0

円
）

 

   

  

(
1
4
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
4
号

に
掲

げ
る

講
習

 

略
 

1
3
 

略
 

備
考

 
略

 

３
～

６
 

略
 

 

 

                       

(
1
3
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
3
号

に
掲

げ
る

講
習

あ

1
2
,
5
0
0

円

（
当

該
講

習

く
。

）
 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項

第
３

号
イ

又

は
第

1
0
1
条

の

４
第

２
項

の

規
定

に
よ

り

認
知

機
能

検

査
の

結
果

に

基
づ

い
て

行

う
も

の
に

限

る
。

）
 

2
,
2
5
0
円

（
当

該
認

知
機

能

検
査

の
結

果

が
府

令
第

3
9

条
の

基
準

に

該
当

す
る

も

の
に

あ
っ

て

は
、

4
,
4
5
0

円
）

 

小
型

特
殊

自

動
車

免
許

の

み
を

受
け

て

い
る

者
に

対

す
る

講
習

（
法

第
1
0
1
条

の
７

第
４

項

の
規

定
に

よ

り
認

知
機

能

検
査

の
結

果

に
基

づ
い

て

行
う

も
の

に

限
る

。
）

 

2
,
3
5
0
円

 

(
1
3
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
3
号

に
掲

げ
る

講
習

 

1
2
,
5
0
0

円

（
当

該
講

習
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附
 

則
 

 
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

５
月

1
3
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

７
条

の
改

正
規

定
は

、
同

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
警

察
本

部
運

転
免

許
管

理
課

）
 

 

 

あ
 

が
道

路
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

）
第

3
8

条
第

1
3
項

第

２
号

の
表

第

１
号

に
掲

げ

る
講

習
の

方

法
に

係
る

も

の
で

あ
る

場

合
に

あ
っ

て

は
、

9
,
0
5
0

円
）

 

(
1
4
)
 

若
年

運
転

者
講

習
 

  

講
習

１
時

間

に
つ

い
て

2
,
2
5
0
円

 

(
1
5
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
5
号

に
掲

げ
る

講
習

 

略
 

1
3
 

略
 

備
考

 
略

 

３
～

６
 

略
 

が
府

令
交

通

法
施

行
規

則

（
昭

和
3
5
年

総
理

府
令

第

6
0
号

）
第

3
8

条
第

1
3
項

第

２
号

の
表

第

１
号

に
掲

げ

る
講

習
の

方

法
に

係
る

も

の
で

あ
る

場

合
に

あ
っ

て

は
、

9
,
0
5
0

円
）

 

   

  

(
1
4
)
 

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
4
号

に
掲

げ
る

講
習

 

略
 

1
3
 

略
 

備
考

 
略

 

３
～

６
 

略
 

 

  
栃
木
県
条
例
第
1
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和

3
7
年
栃
木
県
条
例
第
2
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

第
1
3
条

 
略

 

 （
出
席
の
特
例
）

 

第
1
3
条
の
２
 
委
員
長
は
、
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
措
置
の
観
点
か
ら
、
又
は

大
規
模
な
災
害
の
発
生
若
し
く
は
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
す

る
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
な
委
員
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
委
員
を

映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
委
員
会
に

参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
委
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
委
員
会
に
参
加
す
る
委
員
が
あ
る

場
合
は
、
前
条
、
次
条
第
１
項
及
び
第

2
7
条
（
記
録
）
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
、
当
該
委
員
は
、
委
員
会
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る
委
員
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

 

 （
秘
密
会
）

 

第
1
7
条

 
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
1
3

条
の
２
（
出
席
の
特
例
）
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る

委
員
が
あ
る
場
合
は
、
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。

 

第
1
3
条

 
略

 

 （
出
席
の
特
例
）

 

第
1
3
条
の
２
 
委
員
長
は
、
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
措
置
の
観
点
か
ら
又
は
大

規
模
な
災
害
の
発
生
及
び
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
す
る
場
所
に
参

集
す
る
こ
と
が
困
難
な
委
員
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
委
員
を
映
像
と
音
声

の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
委
員
会
に
参
加
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

2
 
委
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
委
員
会
に
参
加
し
た
委
員
が
あ
る

場
合
は
前
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
、
当
該
委
員
は
、
委
員
会
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

4
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る
委
員
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

 

 （
秘
密
会
）

 

第
1
7
条

 
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
1
3

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る
委
員
が
あ
る
と
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
5
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

 

  
栃
木
県
条
例
第
2
0
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
の
会
期
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
の
会
期
に
関
す
る
条
例
（
平
成
2
5
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
議
会
事
務
局
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

令
和
４
年
５
月
3
0
日

 

令
和
４
年
６
月
１
日

 

令
和
４
年
６
月
３
日

 

令
和
４
年
６
月
６
日

 

令
和
４
年
６
月
1
7
日

 

令
和
４
年
９
月
1
6
日

 

令
和
４
年
９
月
2
1
日

 

令
和
４
年
９
月
2
6
日

 

令
和
４
年
９
月
2
7
日

 

令
和
４
年
1
0
月
1
9
日

 

令
和
４
年
1
1
月
3
0
日

 

令
和
４
年
1
2
月
２
日

 

令
和
４
年
1
2
月
６
日

 

令
和
４
年
1
2
月
７
日

 

令
和
４
年
1
2
月
1
9
日

 

令
和
５
年
２
月
2
0
日

 

令
和
５
年
２
月
2
2
日

 

令
和
５
年
２
月
2
7
日

 

令
和
５
年
２
月
2
8
日

 

令
和
５
年
３
月
1
5
日

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

令
和
３
年
６
月
１
日

 

令
和
３
年
６
月
３
日

 

令
和
３
年
６
月
７
日

 

令
和
３
年
６
月
８
日

 

令
和
３
年
６
月
2
1
日

 

令
和
３
年
９
月
2
2
日

 

令
和
３
年
９
月
2
8
日

 

令
和
３
年
９
月
2
9
日

 

令
和
３
年
９
月
3
0
日

 

令
和
３
年
1
0
月
1
5
日

 

令
和
３
年
1
1
月
3
0
日

 

令
和
３
年
1
2
月
２
日

 

令
和
３
年
1
2
月
６
日

 

令
和
３
年
1
2
月
７
日

 

令
和
３
年
1
2
月
1
7
日

 

令
和
４
年
２
月
1
7
日

 

令
和
４
年
２
月
2
1
日

 

令
和
４
年
２
月
2
4
日

 

令
和
４
年
２
月
2
5
日

 

令
和
４
年
３
月
８
日

 

令
和
４
年
３
月
1
8
日

 

 

  
栃
木
県
条
例
第
1
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和

3
7
年
栃
木
県
条
例
第
2
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

第
1
3
条

 
略

 

 （
出
席
の
特
例
）

 

第
1
3
条
の
２
 
委
員
長
は
、
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
措
置
の
観
点
か
ら
、
又
は

大
規
模
な
災
害
の
発
生
若
し
く
は
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
す

る
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
な
委
員
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
委
員
を

映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
委
員
会
に

参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
委
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
委
員
会
に
参
加
す
る
委
員
が
あ
る

場
合
は
、
前
条
、
次
条
第
１
項
及
び
第

2
7
条
（
記
録
）
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
、
当
該
委
員
は
、
委
員
会
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る
委
員
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

 

 （
秘
密
会
）

 

第
1
7
条

 
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
1
3

条
の
２
（
出
席
の
特
例
）
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る

委
員
が
あ
る
場
合
は
、
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。

 

第
1
3
条

 
略

 

 （
出
席
の
特
例
）

 

第
1
3
条
の
２
 
委
員
長
は
、
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
措
置
の
観
点
か
ら
又
は
大

規
模
な
災
害
の
発
生
及
び
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
す
る
場
所
に
参

集
す
る
こ
と
が
困
難
な
委
員
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
委
員
を
映
像
と
音
声

の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
委
員
会
に
参
加
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

2
 
委
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
委
員
会
に
参
加
し
た
委
員
が
あ
る

場
合
は
前
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
、
当
該
委
員
は
、
委
員
会
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

4
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る
委
員
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

 

 （
秘
密
会
）

 

第
1
7
条

 
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
1
3

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
参
加
す
る
委
員
が
あ
る
と
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
5
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。

 


